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一

交
代
寄
合
米
良
氏
と
人
吉
藩

The M
era Clan of Kotaiyoriai and H

itoyoshi D
om

ain
「
交
代
寄
合
」
は
旗
本
身
分
の
ひ
と
つ
で
、
か
つ
て
は
「
三
千
石

以
上
の
無
役
の
旗
本
で
参
勤
す
る
寄
合
」
と
定
義
さ
れ
、
幕
末
期
に

は
三
三
家
が
あ
っ
た
。
米
良
氏
は
米
良
山
を
領
す
る
交
代
寄
合
で
あ
っ

た
が
「
無
高
」
で
、
参
府
は
す
る
も
の
の
江
戸
屋
敷
も
持
た
ず
人
吉

藩
江
戸
屋
敷
に
寄
居
し
た
。

本
稿
で
は
交
代
寄
合
で
あ
る
米
良
氏
に
つ
い
て
、
そ
の
系
譜
を
整

理
・
検
討
し
、
人
吉
藩
と
の
関
係
か
ら
人
吉
藩
支
配
米
良
山
の
成
立

過
程
、
米
良
氏
の
家
督
相
続
、
参
府
状
況
、
領
主
仕
置
権
の
観
点
か

ら
検
討
を
加
え
た
。
そ
こ
で
確
認
で
き
た
の
は
、
米
良
氏
の
家
督
相

続
や
参
府
願
・
暇
願
な
ど
、
対
幕
府
関
係
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
人

吉
藩
を
通
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
米
良
氏
の
領
内
で
起

き
た
逃
散
な
ど
の
事
件
で
も
、
米
良
氏
が
独
自
に
刑
罰
を
科
す
こ
と

は
で
き
ず
、
幕
府
や
諸
藩
と
の
交
渉
を
含
め
人
吉
藩
が
主
体
と
な
っ

て
処
理
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
米
良
氏
は
「
無
高
」

と
さ
れ
、
米
良
山
に
設
定
さ
れ
た
鷹
巣
山
の
管
理
が
唯
一
の
「
役
」

で
あ
っ
た
。
五
年
に
一
度
参
府
を
し
た
が
、
参
府
中
は
人
吉
藩
江
戸

屋
敷
を
仮
住
居
と
し
、
幕
府
の
諸
儀
礼
に
も
参
列
せ
ず
に
一
～
二
ヶ

月
で
帰
山
し
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
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二

は
じ
め
に

幕
藩
制
下
に
お
け
る
武
士
の
身
分
と
格
式
は
、
主
従
制
秩
序
に
よ
っ
て
関

係
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
階
層
性
的
性
格
が
強
く
、
そ
の
身
分
区
別
や
相

互
の
序
列
は
精
細
・
厳
格
な
形
で
構
成
さ
れ
て
い
た

（
１
）

。
大
名
・
旗
本
身
分
も

そ
の
内
部
が
細
分
さ
れ
、
出
自
来
歴
、
領
地
・
家
禄
の
規
模
、
官
位
、
殿
席
等
々

に
よ
っ
て
区
分
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
「
交
代
寄
合
」
は
旗
本
身
分
の
ひ

と
つ
で
、
か
つ
て
は
「
三
千
石
以
上
の
無
役
の
旗
本
で
参
勤
す
る
寄
合
」
と

定
義
さ
れ
、幕
末
期
に
は
三
三
家
が
あ
っ
た

（
２
）

。旗
本
、無
役
、参
勤
交
代
が
キ
ー

ワ
ー
ド
と
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
の
研
究
で
は
、
交
代
寄
合
の
参
勤
交
代
の

有
無
や
頻
度
は
各
家
の
勤
役
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
こ
と
、
軍
役
負
担
が
格

式
に
よ
っ
て
は
強
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
大
名
並
の
待
遇
で
は
あ
る
が
所
領

は
万
石
以
上
の
「
領
分
」
で
は
な
く
「
知
行
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
な
ど
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る

（
３
）

。
さ
ら
に
交
代
寄
合
諸
家
の
成
立
事
情
か
ら
、
家
系
の

由
緒
を
尊
重
さ
れ
た
家
と
特
定
の
任
務
を
帯
び
た
家
に
大
別
で
き
、
そ
の
任

務
の
大
部
分
は
地
域
・
拠
点
の
守
衛
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
と
り
あ
げ
る
米
良
氏
は
、
肥
後
国
米
良
山
を
領
し
て
い
る
が
表
高

は
「
無
高
」
で
あ
り
、
参
勤
は
す
る
も
の
の
江
戸
屋
敷
を
持
た
ず
、
江
戸
滞

在
中
は
人
吉
藩
相
良
家
の
江
戸
屋
敷
の
一
部
を
借
用
す
る
な
ど

（
４
）

、
他
の
交
代

寄
合
諸
家
と
は
異
質
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
米
良
氏
に
つ
い
て
平

山
氏
は
、「
米
良
氏
は
菊
池
氏
の
後
と
称
し
、
元
和
元
年
に
小
右
衛
門
重
隆

が
将
軍
秀
忠
に
拝
謁
し
て
已
来
、
無
高
五
千
石
の
格
を
も
っ
て
一
代
に
一
度

参
勤
す
る
例
で
あ
っ
た

（
５
）

」
と
す
る
。
も
っ
と
も
こ
の
「
五
千
石
高
」
と
は
、『
翁

草
』
中
の
「
公
儀
に
於
て
も
外
に
被
仰
付
方
な
き
に
仍
り
、
向
後
五
千
石
高

の
交
代
寄
合
衆
へ
加
へ
ら
れ
、
外
並
に
参
勤
被
仰
付
、
夫
よ
り
後
は
参
勤
交

代
せ
ら
る

（
６
）

」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
西
田
氏
は
「
米
良
家
は
交
代
寄

合
の
列
に
加
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
他
家
と
は
そ
の
性
格
に
お
い
て
ず
い
ぶ

ん
異
な
る
」
と
し
、「
米
良
に
つ
い
て
は
巣
鷹
山
と
し
て
将
軍
の
統
治
権
に

包
摂
さ
れ
、
そ
れ
を
相
良
家
が
管
理
す
る
と
い
う
こ
と
で
決
着
が
つ
け
ら
れ
、

（
中
略
）
米
良
家
が
参
府
す
る
の
は
述
職
の
た
め
で
は
な
く
、（
中
略
）
米
良

家
に
与
え
ら
れ
た
特
定
の
任
務
と
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
る

（
７
）

」
と
指
摘
し
て

い
る
。
維
新
以
降
、
米
良
氏
が
菊
池
氏
の
末
裔
で
あ
り
、
そ
の
由
緒
を
持
っ

て
交
代
寄
合
に
列
し
て
い
た
こ
と
が
公
然
の
認
識
に
な
っ
て
い
る
が
、
由
緒

で
は
な
く
巣
鷹
山
守
と
い
う
特
定
の
任
務
に
依
る
と
い
う
西
田
氏
の
指
摘
は

重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
従
来
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た

米
良
氏
に
つ
い
て
、
そ
の
系
譜
を
再
検
討
し
つ
つ
、
人
吉
藩
と
の
関
係
を
通

し
て
交
代
寄
合
と
し
て
の
米
良
氏
の
実
相
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一　

米
良
氏
の
系
譜

元
治
元
年
九
月
に
作
成
さ
れ
た
「
米
良
主
膳
系
譜

（
８
）

」
で
は
、
米
良
氏
と
し

て
米
良
山
に
初
め
て
入
山
し
た
初
代
重
次
を
「
本
姓
菊
池
、
米
良
石
見
」
と

し
、
中
世
期
に
肥
後
国
守
護
を
務
め
た
菊
池
氏
の
末
裔
で
あ
る
と
す
る
。
但

し
、「
此
石
見
米
良
山
初
而
入
来
、
銀
鏡
村
江
住
居
ス
ト
申
伝
、
此
以
前
何

国
住
居
之
訳
不
分
明
」
と
、
入
山
以
前
の
こ
と
に
つ
い
て
は
き
わ
め
て
曖
昧

で
あ
り
、そ
れ
を
証
明
す
る
史
料
も
み
え
な
い
。
米
良
氏
は
、維
新
後
に
「
本

姓
」
で
あ
る
「
菊
池
姓
」
に
復
し
、
菊
池
氏
の
本
流
を
称
す
る
が
、
そ
の
真
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偽
を
含
め
て
、
現
実
的
に
は
ど
こ
ま
で
系
譜
と
し
て
辿
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
従
来
の
説
を
整
理
・
検
討
し
て
そ
の
真
偽
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

（
一
）
中
世
の
米
良
山

米
良
山
が
い
つ
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
さ
え
明
ら
か
で
は

な
く
、
中
世
期
に
お
け
る
米
良
山
中
に
拠
っ
た
米
良
氏
の
動
向
に
つ
い
て

は
、
熊
野
三
山
と
の
関
係
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い

（
９
）

。
長
禄
六

（
一
四
六
二
）
年
の
快
什
の
旦
那
譲
状
に
は
「
日
向
国
　
き
く
ち
一
ケ
一
円
」

と
あ
り
、
寛
正
二
（
一
四
六
一
）
年
の
旦
那
売
券
「
本
銭
返
売
渡
申
状
」
に

も
「
日
向
国
木
く
ち
の
一
孫
一
円
并
び
に
地
家
共
ニ
」
と
あ
る

）
（1
（

。
米
良
地
域

に
は
米
良
氏
を
中
心
に
山
裏
一
揆
（
米
良
一
揆
）
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
天

文
年
間
（
一
五
三
二
～
五
六
年
）
に
は
米
良
か
ら
肥
後
国
の
多
良
木
・
久
米
・

湯
前
ま
で
進
出
し
て
い
た

）
（（
（

。
遅
く
と
も
一
五
世
紀
中
葉
に
は
、「
菊
池
」
を

名
乗
る
一
家
一
族
が
米
良
山
に
勢
力
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

菊
池
一
家
一
族
が
、
山
中
の
小
川
に
拠
っ
た
「
嶽
ノ
米
良
殿
」
で
あ
る
と
い

う
が
、実
際
に
誰
が
比
定
さ
れ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、菊
池
氏
が
拠
っ

た
山
中
を
「
米
良
山
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
米
良
十
万
院
の
「
カ

ス
ミ
」
の
範
囲
を
示
す
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
は

な
い
か
と
の
指
摘
も
あ
る

）
（1
（

。

『
日
向
記
』
に
よ
れ
ば
、
永
禄
期
（
一
五
五
八
～
七
〇
年
）
に
伊
東
義
祐

の
「
与
力
衆
」
と
し
て
、
菱
刈
氏
・
求
麻
相
良
氏
と
と
も
に
「
嶽
ノ
米
良
殿
」

の
名
が
み
え
る

）
（1
（

。
ま
た
伊
東
氏
四
八
城
主
と
し
て
、「
紙
屋
城
主
米
良
主
税

助
」「
野
久
尾
城
主
米
良
筑
前
守
」
「
須
木
城
主
米
良
長
門
守
」「
門
河
城
主

米
良
四
郎
右
衛
門
尉
」「
山
陰
城
主
米
良
喜
内
」「
坪
屋
城
主
米
良
休
助
」「
雄

八
重
城
主
米
良
分
左
衛
門
尉
」「
平
野
領
主
米
良
民
部
小
輔
」
な
ど
、
八
名

の
米
良
姓
の
名
が
確
認
で
き
る

）
（1
（

。
米
良
山
中
か
ら
の
出
入
り
口
で
あ
る
諸
県

方
面
の
須
木
や
小
林
、
臼
杵
方
面
の
山
陰
・
坪
屋
、
児
湯
郡
方
面
の
雄
八
重
・

平
野
な
ど
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
当
時
米
良
山
中
の
諸
氏
は
伊
東
氏
に
臣
従

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

）
（1
（

。
元
亀
三
（
一
五
七
二
）
年
の
木
崎
原
合
戦
で
は
、

三
山
野
久
尾
地
頭
米
良
筑
後
守
、
坪
屋
地
頭
米
良
休
助
の
ほ
か
、
米
良
尾
張

守
・
同
民
部
少
輔
が
戦
死
し
て
い
る

）
（1
（

。
天
正
五
（
一
五
七
七
）
年
一
二
月
、

伊
東
義
祐
は
島
津
軍
の
侵
攻
に
抗
し
き
れ
ず
、
米
良
山
を
頼
み
豊
後
国
へ
逃

亡
す
る
。
一
一
日
未
明
に
穂
北
か
ら
米
良
山
に
入
り
、
尾
八
重
の
松
八
重
で

夜
を
明
か
し
、
翌
一
二
日
に
尾
八
重
の
米
良
兵
庫
頭
の
居
館
に
止
宿
し
て
い

る
）
（1
（

。
以
後
、
島
津
氏
に
よ
る
日
向
支
配
が
始
ま
る
。

伊
東
氏
を
豊
後
国
に
駆
逐
し
た
あ
と
、
天
正
八
年
に
日
向
国
宮
崎
地
頭
と

な
っ
た
島
津
家
老
中
の
上
井
覚
兼
が
記
し
た
日
記
に
は
、
米
良
衆
に
関
す
る

記
事
が
み
え
る
。
天
正
一
一
年
正
月
三
〇
日
条
に
は
、
米
良
弾
正
忠
、
す
な

わ
ち
米
良
山
尾
八
重
の
米
良
重
秀
が
来
宮
し

）
（1
（

、
翌
閏
正
月
一
〇
日
条
に
は
米

良
淡
路
守
ら
と
と
も
に
「
山
内
衆
」
四
・
五
人
が
年
頭
礼
と
し
て
覚
兼
を
訪

ね
、御
酒
・
猪
・
鹿
な
ど
を
献
上
し
て
い
る

）
（1
（

。
米
良
衆
の
主
家
は
「
嶽
米
良
殿
」

で
あ
る
が
、
天
正
一
四
年
八
月
二
二
日
条
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る

）
11
（

。

一
廿
二
日
、（
　
略
　
）
嶽
米
良
殿
、
當
時
養
性
気
に
て
候
と
て
、
名
代
と
　
　

し
て
子
息
被
参
候
、
未
被
懸
御
目
候
間
、
拙
者
頼
之
由
被
申
候
条
、
寄
合
　
　

中
へ
談
合
申
候
て
、
取
成
候
、
進
物
御
太
刀
・
御
馬
也
、
弥
太
郎
と
名
被
　
　

下
候
、
其
時
又
、
御
太
刀
・
五
百
疋
進
上
也
、（
　
略
　
）
米
良
弥
太
郎
　
　

殿
被
来
候
、
二
百
疋
・
熊
皮
預
候
也
、
即
参
会
仕
、
御
酒
寄
合
候
也
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す
な
わ
ち
、
病
気
養
生
中
の
「
嶽
米
良
殿
」
の
名
代
と
し
て
子
息
が
覚
兼

を
訪
ね
て
太
刀
・
馬
を
献
上
し
、「
弥
太
郎
」
の
名
を
下
さ
れ
た
礼
に
太
刀

と
銭
五
〇
〇
疋
を
進
上
し
て
い
る
。
米
良
氏
と
島
津
氏
と
の
関
係
は
良
好

だ
っ
た
よ
う
で
、
弥
太
郎
が
再
来
し
た
折
に
は
銭
二
〇
〇
疋
と
熊
皮
を
進
上

し
て
い
る
。
な
お
弥
太
郎
は
、「
米
良
主
膳
系
譜
」
に
よ
る
と
四
代
重
鑑
と

さ
れ
て
お
り
、そ
う
で
あ
れ
ば
「
嶽
米
良
殿
」
は
そ
の
父
重
治
に
比
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、米
良
地
域
で
は
米
良
氏
を
中
心
に
「
山
裏
一
揆
」「
山
中
衆
」

と
し
て
ま
と
ま
り
つ
つ
、
島
津
氏
に
従
属
し
な
が
ら
領
域
を
確
保
・
維
持
し

て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

）
1（
（

。系
図
上
で
は
、少
な
く
と
も
天
正
年
間
に
、「
弥

太
郎
」
こ
と
四
代
米
良
重
鑑
や
、
そ
の
父
「
嶽
米
良
殿
」
で
あ
る
重
治
、
弟

で
尾
八
重
の
重
秀
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
米
良
氏
と
し
て
初
入

山
し
た
初
代
重
次
と
そ
の
嫡
子
重
種
は
確
認
で
き
な
い
。
初
代
重
次
が
誰
で
、

系
図
で
い
う
「
菊
池
氏
」
と
ど
の
よ
う
に
繋
げ
る
か
で
、
今
ま
で
い
ろ
い
ろ

な
説
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
次
に
そ
れ
ら
の
説
を
整
理
・
検
討
し
て
み
よ
う
。

（
二
）
米
良
氏
の
系
譜

元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
に
作
成
さ
れ
た
「
米
良
主
膳
系
譜
」
で
は
、
菊

池
能
運
（
武
運
）
が
弟
重
房
に
託
し
て
嫡
子
重
為
（
重
次
）
を
米
良
山
中
に

落
と
し
た
文
亀
元
（
一
五
〇
一
）
年
五
月
末
が
米
良
山
初
入
山
と
す
る
。

尾
八
重
領
主
の
米
良
家
（
上
の
殿
）
墓
碑
銘
に
よ
る
と
、
寛
永
十
五
年
七

月
十
三
日
に
死
去
し
た
米
良
重
秀
に
つ
い
て
、
官
名
は
「
弾
正
忠
」
で
あ
り
、

「
宮
内
大
輔
重
治
」
の
三
男
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
「
椎
葉
山
根
元
紀
」
に

あ
る
永
禄
二
（
一
五
五
九
）
年
の
獺
野
原
合
戦
に
で
て
く
る
「
米
良
主
膳
殿
」

と
は
、
米
良
重
治
を
さ
す
よ
う
で
あ
る

）
11
（

。
さ
ら
に
慶
長
元
年
に
起
き
た
縣
城

主
高
橋
元
種
と
の
出
入
り
に
際
し
て
、
兄
「
岩
見
守
重
良
」
が
病
身
で
あ
っ

た
た
め
そ
の
名
代
と
し
て
大
坂
に
出
向
い
て
訴
訟
し
、
秀
吉
か
ら
米
良
山
を

安
堵
さ
れ
朱
印
を
下
賜
さ
れ
た
と
い
う

）
11
（

。
こ
こ
に
登
場
す
る
米
良
重
治
と
そ

の
子
重
良
・
重
秀
兄
弟
に
つ
い
て
、
系
図
で
は
重
治
を
米
良
山
に
初
め
て
入

山
し
た
米
良
重
次
の
次
男
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
前
述
し
た
よ
う
に
、『
上

井
覚
兼
日
記
』
に
も
そ
の
名
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
系
図
で
は
重
隆
は

元
亀
元
（
一
五
七
〇
）
年
生
ま
れ
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
子
を
弥
太
郎
と
す

る
と
年
齢
に
齟
齬
が
生
じ
る
た
め
、
日
記
中
の
「
嶽
米
良
殿
」
は
重
隆
で
は

な
く
そ
の
父
重
良
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
米
良
主
膳

系
譜
に
登
場
す
る
人
物
で
、
他
史
料
か
ら
で
も
比
定
で
き
る
の
は
重
治
か
ら

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
系
図
上
重
治
の
父
で
あ
る
重
次
や
兄
重
種
（
国
重
）
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
栄
岸
寺
墓
地
に
あ
る
重
次
の
墓
碑
と
称
さ
れ
る
も
の
に
は
「
龍
松

院
殿
長
山
道
守
大
居
士
」（
天
文
二
十（
一
五
五
一
）年
二
月
五
日
卒
・
五
五
歳
）

と
あ
り
、重
種
に
は
「
光
勇
院
殿
昌
山
繁
公
大
居
士
」（
永
禄
二
（
一
五
五
九
）

年
三
月
一
七
日
卒
）
と
あ
る

）
11
（

。
ま
た
中
尾
一
蓮
寺
の
位
牌
に
は
「
米
良
石
見

守
重
次
公
本
名
菊
池
此
御
代
ヨ
リ
米
良
山
居
住
、
栄
岸
寺
御
開
基
也
御
墓
所

栄
岸
寺
境
内
ニ
有
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
銀
鏡
村
延
命
寺
跡
重
次
の

墓
碑
に
は
「
こ
の
時
代
当
山
居
住
」
と
し
、古
位
牌
に
「
米
良
大
元
祖
重
次
」

と
あ
る

）
11
（

。
墓
碑
内
容
の
信
憑
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は

米
良
山
初
入
山
の
重
次
と
そ
の
子
重
種
も
と
も
に
米
良
山
に
実
在
し
た
人
物

で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

文
献
史
料
や
墓
碑
銘
で
確
認
さ
れ
た
重
次
以
下
の
系
図
を
、
重
次
以
前
の

ど
こ
に
繋
げ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
は
米
良
氏
の
米
良
山
入
山
を
め
ぐ
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五

る
問
題
と
大
き
く
関
わ
る
が
、
大
別
す
る
と
Ⅰ
懐
良
親
王
（
含
そ
の
皇
子
）

入
山
説
、
す
な
わ
ち
重
次
を
懐
良
親
王
の
子
孫
と
す
る
場
合
と
、
Ⅱ
肥
後
国

守
護
を
務
め
に
菊
池
氏
の
一
族
と
す
る
場
合
で
あ
る
。
特
に
Ⅰ
は
伝
説
的
要

素
が
大
き
く
、中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
Ⅱ
で
あ
る
。
以
下
、『
西
米
良
村
史
』

の
分
類
を
も
と
に
み
て
い
こ
う
。

Ⅰ
懐
良
親
王
入
山
説

米
良
山
で
は
「
将
軍
宮
入
山
伝
説
」
と
し
て
語
れ
継
が
れ
て
い
る
伝
説
で

あ
る
。
伝
説
で
は
親
王
の
枕
元
に
天
照
大
神
と
妙
見
神
が
立
ち
、
神
の
お
告

げ
に
よ
っ
て
米
良
山
に
入
山
し
た
と
伝
わ
る

）
11
（

。

肥
後
国
守
護
職
に
あ
っ
た
菊
池
武
光
が
、
後
醍
醐
天
皇
の
第
六
皇
子
で
征

西
将
軍
で
あ
っ
た
懐
良
親
王
を
肥
後
に
迎
え
、
武
光
の
妹
が
産
ん
だ
爵
松
丸

（
良
宗
）の
子
孫
が
米
良
山
に
入
山
し
た
と
す
る
説
で
あ
る
。『
西
米
良
村
史
』

で
は
、
そ
の
史
料
と
し
て
「
諸
家
大
概
」、「
新
撰
事
蹟
通
考
」、『
名
和
氏
紀

事
』、『
大
日
本
史
　
第
九
十
九
列
傳
一 

懐
良
親
王
』」
な
ど
に
拠
っ
て
い
る

が
）
11
（

、
物
語
的
・
伝
説
的
要
素
が
濃
く
、
事
実
と
は
言
い
難
い
。

ま
た
こ
の
説
に
対
す
る
否
定
説
も
存
在
す
る
。
田
中
元
勝
撰
『
征
西
大
将

軍
宮
譜
』、
藤
田
明
『
征
西
将
軍
宮
』、
杉
本
尚
雄
『
菊
池
氏
三
代
』
が
そ
れ

で
あ
る

）
11
（

。
い
ず
れ
も
懐
良
親
王
入
山
説
を
、「
偽
妄
の
説
」「
史
料
の
乏
し
き

為
め
不
明
な
る
点
頗
る
多
く
」「
何
等
の
徴
証
な
く
、
之
を
知
る
能
は
ざ
る

を
恨
と
す
」
と
斬
り
捨
て
て
い
る
。

な
お
、
征
西
将
軍
宮
と
菊
池
氏
を
繋
い
で
、
米
良
氏
系
図
で
初
代
と
さ
れ

る
重
次
の
祖
父
重
為
を
良
成
親
王
（
後
村
上
天
皇
皇
子
）
の
皇
子
に
比
定
し
、

応
永
二
十
五
（
一
四
一
八
）
年
に
米
良
山
へ
入
山
し
た
と
す
る
説
も
あ
る
が
、

荒
唐
無
稽
で
あ
ろ
う
。
　

Ⅱ
菊
池
氏
入
山
説

肥
後
国
守
護
職
を
務
め
た
菊
池
氏
の
一
族
が
米
良
山
に
入
山
し
た
と
す
る

説
で
あ
り
、
数
多
く
の
説
が
だ
さ
れ
て
い
る
。
菊
池
氏
は
南
北
朝
合
体
後
、

菊
池
武
朝
が
肥
後
国
守
護
と
な
り
、
以
後
能
運
（
武
運
）
に
至
る
ま
で
こ
れ

を
保
持
し
た
が
、
正
統
は
能
運
で
絶
え
て
い
る

）
11
（

。
以
下
。
順
に
見
て
い
こ
う
。

（
ａ
）
菊
池
光
治
説

こ
れ
は
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
に
作
成
さ
れ
た
宮
田
義
見
奥
書
の
「
飫

肥
米
良
家
系
図
」
に
み
え
る
。
菊
池
氏
祖
の
則
隆
の
次
男
政
隆
の
流
れ
を
汲

む
も
の
で
、
十
数
代
後
の
光
治
が
南
北
朝
期
に
入
山
し
た
と
す
る
。

（
ｂ
）
菊
池
重
房
説

こ
れ
は
高
岡
郷
士
系
譜
の
籾
木
家
に
み
え
る
も
の
で
、
重
房
を
菊
池
重
朝

（
従
四
位
下
肥
後
守
）
の
弟
と
す
る
。

（
ｃ
）
菊
池
重
次
説

「
菊
池
武
臣
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
重
房
は
重
朝
の
子
で
武
運
の
弟
、
重
次

は
武
運
の
子
で
あ
る
。『
純
忠
菊
池
史
乗
』
に
は
「
初
め
菊
池
武
運
が
島
原

に
落
ち
行
く
時
、
其
子
の
重
為
（
重
次
）
と
云
ふ
の
は
、
密
に
日
向
の
米
良

山
中
に
落
ち
行
き
米
良
を
領
し
米
良
石
見
守
と
名
乗
っ
た
」
と
あ
る

）
11
（

。
ま
た

入
山
は
文
亀
元
（
一
五
〇
一
）
年
と
す
る
が
、
明
治
三
年
の
菊
池
則
忠
「
書

上
」
で
は
「
武
運
の
子
米
良
石
見
守
重
次
之
代
に
至
り
、永
正
（
一
五
〇
四
）

頃
、
是
非
な
く
米
良
山
中
に
潜
居
、
菊
池
の
着
号
を
隠
し
、
地
名
を
以
て
米

良
を
称
号
と
す
」
と
い
う

）
1（
（

。

（
ｄ
）
菊
池
重
房
説
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こ
れ
は
菊
池
武
夫
「
我
家
の
歴
史
」
に
よ
る
も
の
で
、武
運
の
弟
重
房
（
の

ち
重
治
）
と
す
る
説
で
あ
る
。
武
運
が
永
正
元
年
に
八
代
で
卒
す
る
際
に
、

そ
の
後
継
を
弟
重
房
が
継
ぎ
、
懐
良
親
王
の
系
譜
で
あ
る
天
氏
の
系
統
も
同

時
に
相
続
し
た
と
す
る
。

（
ｅ
）
菊
池
政
隆
説

『
求
麻
外
史
』
に
よ
れ
ば
、「
能
運
（
武
運
）
子
な
し
、
遺
言
し
て
肥
後

守
重
安
の
子
政
隆
を
立
て
て
嗣
と
な
す
」
と
あ
る
。「
菊
池
史
乗
」
に
は
、「
阿

蘇
惟
乗
・
惟
長
父
子
は･･･

今
や
幼
主
政
隆
を
以
て
守
護
た
ら
し
め
し
を
機

と
し
巧
に
菊
池
の
元
老
重
臣
と
相
結
び
、
政
隆
を
廃
嫡
し
て
惟
長
自
ら
肥
後

の
守
護
た
ら
ん
事
を
企
て
た
。
こ
の
後
、
大
友
の
軍
は
玉
名
郡
臼
間
野
荘
桜

馬
場
に
政
隆
と
会
戦
し
、
政
隆
の
軍
を
破
り
、
や
が
て
久
米
原
に
於
て
政
隆

は
敗
れ
、
安
国
寺
に
入
り
十
九
歳
を
一
期
と
し
て
割
腹
し
た
。
時
に
永
正
六

（
一
五
〇
九
）
年
八
月
十
七
日
で
あ
っ
た

）
11
（

。」。
阿
蘇
品
保
夫
氏
は
「
永
正
六

年
、
政
隆
は
大
友
方
に
捕
ら
え
ら
れ
、
菊
池
武
経
方
に
身
柄
を
渡
さ
れ
、
合

志
郡
久
米
安
国
寺
で
殺
さ
れ
た
と
い
う
通
説
は
事
実
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い

る
）
11
（

。
政
隆
入
山
説
は
「
政
隆
は
阿
蘇
惟
長
（
武
経
）
に
敗
れ
て
死
す
」
と
あ

る
が
、
そ
の
政
隆
が
生
き
の
び
て
米
良
山
へ
入
山
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
ｆ
）
菊
池
隆
鑑
説

こ
れ
は
鹿
児
島
県
財
部
町
米
良
家
系
図
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
肥
後
守
護

家
菊
池
家
は
政
隆
の
あ
と
を
阿
蘇
家
に
奪
わ
れ
、
武
経
（
阿
蘇
惟
長
）
が
菊

池
家
を
継
ぎ
肥
後
守
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
武
経
は
永
正
八
な
い
し
九
年
に
は

菊
池
家
当
主
と
肥
後
守
護
職
を
捨
て
て
阿
蘇
に
帰
っ
て
し
ま
う
。
菊
池
家
に

は
豊
後
大
友
家
か
ら
義
鑑
の
弟
義
武
が
入
る
が
、
そ
の
子
隆
鑑
が
米
良
山
に

入
山
し
た
と
い
う
。

19

16 17
4

10 11 12 13 14 15
1 2

6 8 9
3 5

7
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七

（
ｇ
）
則
直
（
義
武
の
子
）
説

菊
池
義
武
は
豊
後
大
友
家
当
主
義
鑑
の
弟
で
あ
り
、
菊
池
武
包
の
跡
を
継

ぐ
が
、
天
文
二
十
三
（
一
五
五
四
）
年
甥
の
大
友
義
鎮
（
宗
麟
）
に
滅
ぼ
さ

れ
て
い
る
。
義
武
の
子
則
直
は
人
吉
藩
相
良
氏
の
家
臣
と
な
っ
て
お
り
、
米

良
山
と
は
関
係
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
ｈ
）
重
継
説

中
武
系
図
に
よ
る
も
の
で
、
重
房
を
武
運
の
弟
と
し
、
重
房
の
孫
重
俊
の

子
重
房
は
高
千
穂
内
中
武
に
住
し
、
中
武
・
松
之
平
両
弁
済
使
と
な
っ
た
。

そ
の
八
代
重
継
の
時
に
米
良
へ
入
山
し
た
と
す
る
が
、
時
間
的
に
考
え
に
く

い
。い

ず
れ
に
し
て
も
重
次
を
菊
池
本
家
の
能
運
の
嫡
子
と
し
て
米
良
山
に
入

山
さ
せ
た
と
い
う
話
に
な
っ
て
お
り
、
菊
池
一
族
の
本
家
筋
に
あ
た
る
と
主

張
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
米
良
氏
一
族
に
伝
わ
る
「
系
譜
」
に
は
荒
唐
無
稽
と
も
い
え
る
内

容
の
も
の
も
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
弘
化
三
年
九
月
「
米
良
主
膳
系
譜
」
で

は
、
菊
池
正
統
の
最
後
で
あ
る
武
運
が
弟
重
房
に
依
頼
し
て
嫡
子
重
為
（
重

次
）
を
米
良
山
中
に
落
と
し
た
と
し
、
ま
た
明
治
三
年
「
菊
池
則
忠
書
上
」

で
も
「
武
運
の
子
、
米
良
石
見
守
重
次
之
代
に
至
り
、
永
正
頃
、
是
非
な
く
、

米
良
山
中
に
潜
居
、菊
池
の
着
号
を
隠
し
、地
名
を
以
て
米
良
を
称
号
と
す
。」

と
し
て
い
る

）
11
（

。
す
な
わ
ち
米
良
氏
の
系
図
を
菊
池
氏
に
繋
げ
る
た
め
に
、
重

次
を
菊
池
武
運
（
文
亀
三
年
没
）
の
子
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
米
良
氏
は

中
世
期
に
肥
後
国
守
護
を
務
め
た
菊
池
氏
正
統
の
末
裔
と
す
る
公
式「
系
譜
」

が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

二　

人
吉
藩
支
配
米
良
山
の
成
立

近
世
期
の
米
良
山
は
、米
良
氏
の
「
領
地
」
で
あ
り
な
が
ら
、人
吉
藩
の
「
支

配
」に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、米
良
山
が
人
吉
藩
支
配
と
な
っ

た
経
緯
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

系
譜
上
で
尾
八
重
米
良
氏
の
祖
と
さ
れ
る
、
二
代
重
治
の
子
重
秀
は
寛
永

一
五
年
七
月
一
三
日
に
死
去
す
る
が
、
そ
の
墓
碑
背
面
に
は
次
の
よ
う
な
記

載
が
あ
る
。

（
前
略
）
于
時
慶
長
丙
申
（
元
年
―
筆
者
註
）
日
州
縣
城
主
與
高
橋
氏
及
争
　
　

論
事
甚
以
大
切
也
、
其
時
領
主
御
舎
兄
岩
見
守
重
良
公
就
御
病
身
為
御
名
　
　

代
重
秀
大
坂
江
出
府
、
縣
主
ニ
及
訴
詔
処
、
太
閤
秀
吉
公
被
聞
召
上
與
為
　
　

米
良
家
勝
利
、
即
安
堵
之
御
朱
印
為
頂
戴
之
、
其
刻
名
ヲ
茂
少
兵
衛
尉
ト
　
　

被
相
改
、
御
暇
首
尾
能
賜
下
帰
山
（
後
略

）
11
（

）

こ
れ
に
よ
る
と
、
慶
長
元
年
に
米
良
氏
と
日
向
国
縣
城
主
高
橋
元
種
が
争

論
に
及
び
、
病
床
の
兄
重
良
の
名
代
と
し
て
出
府
し
て
訴
詔
し
た
と
す
る
。

結
果
米
良
氏
側
の
勝
訴
と
な
り
、
秀
吉
か
ら
朱
印
を
拝
領
し
た
と
い
う
。
そ

の
後
慶
長
の
役
か
ら
関
ヶ
原
合
戦
直
後
ま
で
、
米
良
氏
の
行
動
を
追
え
る
史

料
は
無
い
。

　
慶
長
六
年
、
家
康
は
人
吉
城
主
相
良
長
毎
に
宛
て
た
黒
印
状
を
発
給
す
る
。

　
　
米
良
山
之
儀
、
如
前
々
鷹
巣
山
被
仰
付
候
、
然
者
彼
巣
山
へ
弓
鉄
炮
一
切
　
　 

　
　
不
可
入
候
、
并
於
巣
山
之
中
山
畑
焼
候
事
、
是
又
可
停
止
候
、
以
右
之
旨
、

　
米
良
小
右
衛
門
尉
堅
可
被
申
付
候
也

　
　
　
　
慶
長
六
年

　
　
　
　
　
　
九
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
黒
印
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八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
良
左
兵
衛
尉
殿

）
11
（

米
良
山
に
鷹
巣
山
を
設
定
し
、
弓
・
鉄
炮
類
は
一
切
持
ち
込
ま
ず
、
巣
山

中
の
焼
畑
も
堅
く
禁
止
す
る
事
を
米
良
小
右
衛
門
尉
に
申
し
付
け
る
よ
う
相

良
長
毎
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
小
右
衛
門
尉
と
は
米
良
重
隆
の
こ
と
で
あ

る
。
黒
印
状
の
宛
名
が
直
接
小
右
衛
門
こ
と
米
良
重
隆
で
は
な
く
、
相
良
左

兵
衛
こ
と
長
毎
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
米
良
山

の
鷹
巣
山
支
配
す
る
の
は
相
良
氏
で
あ
り
、
米
良
氏
は
鷹
巣
山
守
の
「
役
」

を
間
接
的
に
拝
命
し
た
こ
と
に
な
る
。『
求
麻
外
史
』
で
は
こ
れ
以
降
「
米

良
氏
遂
為
我
附
庸
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
米
良
氏
は
人
吉
藩
の
支
配
下
に

置
か
れ
る
こ
と
に
な
る

）
11
（

。

し
か
し
、
そ
の
二
年
後
の
慶
長
八
年
四
月
、
米
良
山
と
椎
葉
山
の
帰
属
を

め
ぐ
り
縣
城
主
高
橋
氏
と
相
良
氏
と
の
あ
い
だ
に
出
入
り
が
起
こ
る
。

　
　
　
　
已
上

米
良
山
・
椎
葉
山
出
入
ニ
付
、
可
有
言
上
由
承
候
、
双
方
間
柄
ニ
候
条
申
　
　

噯
候
、
何
ニ
従
公
儀
御
国
改
可
有
之
候
得
共
、
肥
後
国
之
内
ニ
候
者
、
両
　
　

山
共
ニ
其
方
可
有
御
進
退
候
、
日
向
之
内
ニ
候
者
高
橋
可
被
申
付
候
、
先
其
　
　

内
者
米
良
山
御
取
次
、
其
方
御
沙
汰
尤
候
、
椎
葉
山
之
儀
者
、
高
橋
取
次
　
　

可
有
之
由
申
渡
候
、
併
米
良
甚
左
衛
門
儀
者
、
従
最
前
高
橋
方
江
奉
公
申
　
　

由
ニ
候
間
、
如
元
被
召
仕
様
ニ
申
定
候
、
万
一
御
改
相
延
候
者
得
其
意
可
　
　

進
之
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
慶
長
八
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
片
　
市
　
正

　
　
　
　
　
　
卯
月
廿
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
且
元
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
　
筑
前
守

　
　
　
　
　
相
良
左
兵
衛
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
政
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
宿
所

）
11
（

す
な
わ
ち
、
椎
葉
山
・
米
良
山
が
肥
後
国
で
あ
れ
ば
相
良
氏
が
領
し
、
日

向
国
で
あ
れ
ば
高
橋
氏
が
領
す
べ
き
こ
と
と
し
、
米
良
甚
左
衛
門
に
つ
い
て

は
以
前
よ
り
高
橋
氏
へ
奉
公
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
召
し
使
う
よ
う
に

と
指
示
し
て
い
る
。

米
良
甚
左
衛
門
に
つ
い
て
は
高
橋
元
胤
の
扶
持
人
で
あ
っ
た
こ
と
し
か
明

ら
か
で
な
い
が
、
一
〇
月
一
六
日
付
の
且
元
か
ら
長
政
に
宛
て
た
書
状
で
は
、

高
橋
氏
が
甚
左
衛
門
を
相
良
氏
お
よ
び
米
良
小
右
衛
門
に
届
け
出
な
く
「
糺

明
」
し
た
た
め
、
伏
見
・
大
坂
の
高
橋
家
留
守
居
を
呼
び
問
い
糺
し
た
こ
と
、

米
良
小
右
衛
門
が
高
橋
氏
領
内
に
直
接
「
返
答
」
し
よ
う
と
し
た
の
を
相
良

氏
が
押
し
と
ど
め
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。
甚
左
衛
門
は
米
良
氏
の
一
族
で

高
橋
氏
に
奉
公
し
て
い
た
者
で
あ
っ
た
が
、
高
橋
氏
領
で
あ
る
渡
川
地
域
を

め
ぐ
っ
て
諍
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
が
幕
府
に
通
報
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
、
国
改
め
の
結
果
、
椎
葉
山
は
日
向
国
、
米
良
山
は
肥
後

国
と
さ
れ
た
が
、
高
橋
氏
が
慶
長
一
八
年
に
改
易
さ
れ
た
た
め
、
椎
葉
山
は

幕
領

）
11
（

、
米
良
山
が
相
良
氏
領
と
さ
れ
た
。

米
良
山
に
は
鷹
巣
山
が
三
箇
所
―
木
浦
の
赤
松
尾
・
勘
米
良
の
槻
木
谷
・

中
俣
―
設
定
さ
れ
、
相
良
氏
の
支
配
の
も
と
、
実
質
的
な
管
理
は
米
良
氏
が

行
っ
た
。
時
代
は
降
る
が
、
延
享
三
年
一
二
月
五
日
付
老
中
連
署
奉
書
で
は

次
の
よ
う
に
あ
る
。

米
良
山
之
儀
、
如
前
々
鷹
巣
山
被
仰
付
之
条
、
巣
山
中
江
弓
・
鉄
炮
一
切
　
　

不
可
入
之
、
并
山
畑
焼
之
事
為
停
止
之
間
、
慶
長
六
年
九
月
廿
九
日
御
黒
　
　

印
、
寛
文
四
年
六
月
朔
日
・
貞
享
二
年
六
月
十
三
日
・
享
保
三
年
十
二
月
　
　

廿
一
日
守
奉
書
之
旨
、
弥
堅
可
申
付
由
上
意
ニ
候
、
此
旨
米
良
主
膳
急
度
　
　



宮崎公立大学人文学部紀要　第22巻　第１号

九

可
被
申
渡
者
也
、
仍
執
達
如
件

　
　
　
延
享
三
寅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伯
耆
守
　
判

　
　
　
　
　
十
二
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隠
岐
守
　
判

                                      

相
模
守
　
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
良
政
太
郎
殿        

雅
楽
頭
　
判

）
11
（

慶
長
六
年
「
家
康
黒
印
状
」
と
同
じ
内
容
の
奉
書
が
、
寛
文
四
年
・
貞
享

二
年
・
享
保
三
年
に
発
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
奉
書
の
宛
所
は「
相

良
政
太
郎
殿
」
で
あ
り
、
翌
年
正
月
七
日
に
人
吉
城
下
に
届
け
ら
れ
た
。
藩

は
米
良
山
に
対
し
て
「
鷹
巣
山
奉
書
」
を
拝
領
す
べ
く
人
を
差
越
す
よ
う
命

じ
、
出
頭
し
た
米
良
家
臣
に
一
三
日
人
吉
城
内
で
奉
書
を
読
み
聞
か
せ
、
そ

の
写
を
主
膳
に
渡
す
よ
う
指
示
し
て
い
る
。

人
吉
藩
に
よ
る
椎
葉
山
・
米
良
山
支
配
は
必
ず
し
も
順
当
に
行
わ
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
幕
府
は
正
徳
二
年
六
月
に
、
全
国
の
大
名
預
所
の
廃
止

を
通
達
し
て
い
る
が
、
椎
葉
山
は
例
外
と
さ
れ
た

）
1（
（

。
そ
の
た
め
藩
は
、
翌
正

徳
三
年
正
月
付
で
、
幕
府
へ
次
の
よ
う
な
願
を
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
覚

　
　        

肥
後
国
之
内
　
　
　
　
米
良
山

　
　
　
　
　
　
日
向
国
之
内
　
　
　
　
椎
葉
山

右
、
従
先
規
支
配
被
仰
付
置
候
両
山
之
内
、
椎
葉
山
者
拙
者
城
下
よ
り
手
　
　

遠
ニ
茂
有
之
、
其
上
国
茂
違
、
山
中
之
者
共
何
之
弁
茂
無
之
、
尤
頭
立
候
　
　

者
茂
無
之
、
何
茂
偏
屈
成
者
共
ニ
而
、
従
前
々
同
姓
志
摩
守
迄
茂
漸
支
配
　
　

仕
候
、
拙
者
儀
年
若
ニ
茂
御
座
候
間
、
両
山
迄
支
配
仕
候
段
、
往
々
之
儀
　
　

無
覚
束
奉
存
候
、
志
摩
守
儀
も
此
段
別
而
心
遣
ニ
奉
存
候
、
椎
葉
山
支
配
　
　

御
免
被
下
候
様
ニ
願
ハ
不
被
申
上
候
得
共
、
何
卒
被
遊
御
免
被
下
候
様
申
　
　

上
度
心
底
ニ
御
座
候
、
先
年
細
川
越
中
守
殿
支
配
所
肥
後
国
五
ケ
庄
願
被
　
　

申
上
、
御
代
官
支
配
被
仰
付
候
由
承
知
仕
候
、
箇
様
之
手
筋
茂
被
仰
付
被
　
　

下
候
者
難
有
仕
合
可
奉
存
候
、
米
良
山
者
私
領
同
国
と
申
、
米
良
主
膳
山
　
　

中
を
領
罷
在
候
得
者
、
末
々
之
者
迄
椎
葉
山
中
之
者
共
之
様
子
ニ
者
無
御
　
　

座
候
、
両
山
共
ニ
支
配
御
免
被
下
候
様
申
上
候
儀
者
如
何
敷
奉
存
候
間
、　
　

願
者
右
之
内
椎
葉
山
支
配
此
節
被
遊
御
免
候
様
被
仰
付
被
下
候
者
難
有
可
　
　

奉
存
候
、
以
上

　
　
　（
正
徳
三
）
正
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
名

）
11
（

人
吉
藩
は
特
に
椎
葉
山
支
配
に
手
を
焼
い
て
お
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

米
良
山
と
違
っ
て
人
吉
城
下
よ
り
遠
い
こ
と
、
国
が
違
う
こ
と
（
椎
葉
山
は

日
向
国
）、「
頭
立
候
者
」
が
い
な
い
こ
と
、
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
米
良
山
は
米
良
主
膳
家
が
山
中
を
「
領
」
し
て
い
る
の
で
、「
末
々

之
者
迄
」
椎
葉
山
と
は
異
な
る
と
し
て
い
る
。
人
吉
藩
は
熊
本
藩
領
で
あ
っ

た
肥
後
国
八
代
郡
の
五
家
荘
が
貞
享
二
年
に
幕
領
に
な
っ
た
例
を
持
ち
出
し
、

両
山
の
支
配
返
上
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
せ
め
て
椎
葉
山
支
配
は
免
じ

て
く
れ
る
よ
う
願
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
、
三
月
二
三
日
に
老
中
井
上
河
内
守
よ
り
「
此
段

者
難
叶
訳
ニ
候
間
、
先
規
之
通
御
支
配
被
成
候
様

）
11
（

」
と
、
願
い
を
却
下
す
る

旨
が
正
式
回
答
と
し
て
人
吉
藩
に
伝
え
ら
れ
た
。
同
日
付
で
米
良
主
膳
へ
は

人
吉
の
家
老
か
ら
口
上
書
写
が
遣
わ
さ
れ
、
椎
葉
山
へ
は
住
民
の
代
表
を
城

下
へ
呼
ん
で
申
渡
し
て
い
る
。

実
際
、
人
吉
藩
に
と
っ
て
椎
葉
山
・
米
良
山
の
支
配
は
財
政
的
に
も
か
な

り
負
担
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
明
和
二
年
一
二
月
「
椎
葉
・
米
良
山
支
配

之
由
来

）
11
（

」
で
は
、
米
良
山
に
つ
い
て
「
山
野
而
巳
ニ
而
八
木
払
底
故
、
主
膳
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一
〇

江
者
相
応
ニ
助
力
米
等
差
遣
」
て
い
る
と
い
う
。
藩
は
米
良
山
へ
の
助
力
米

を
「
年
々
物
入
等
相
増
候
得
共
、
其
所
者
御
手
伝
と
奉
存
候
而
相
勤
申
候
」

と
い
う
よ
う
に
、
幕
府
へ
の
「
御
手
伝
」
＝
「
御
奉
公
」
と
位
置
づ
け
て
い

る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
藩
は
、
両
山
へ
の
「
御
手
伝
」
を
強
調
す
る
こ
と

で
、
来
春
以
来
の
「
御
馳
走
御
用
」
の
免
除
を
願
い
出
る
な
ど
し
た
た
か
な

一
面
も
有
し
て
い
た
。

三　

米
良
氏
の
家
督
相
続

米
良
山
領
主
で
あ
る
主
膳
家
が
家
督
を
相
続
す
る
際
に
は
、
ど
の
よ
う
な

手
続
き
が
取
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
内
容
か
ら
寛
永
七
年
と
推
定
さ
れ
る
、

六
代
重
隆
か
ら
孫
の
重
季
へ
の
家
督
相
続
に
つ
い
て
、
酒
井
忠
勝
奉
書
を
み

て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
以
上

御
状
令
拝
見
候
、
然
者
米
良
主
水
方
世
継
之
子
息
米
良
弥
太
郎
方
永
々
相
　
　

煩
、
去
五
月
就
死
去
、
弥
太
郎
方
子
息
八
歳
罷
成
候
間
、
主
水
跡
目
此
孫

ニ
被
仰
付
候
様
有
度
之
由
、
令
得
其
意
候
、
右
之
趣
達
御
耳
候
処
、
如
前
々

可
申
付
之
旨
被
仰
出
候
間
、
可
被
得
其
意
候
、
委
細
者
安
倍
四
郎
五
方
　
　

よ
り
可
被
申
達
候
間
、
不
能
詳
候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
八
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
讃
岐
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
勝
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
相
良
壱
岐
守
様
　
御
報

）
11
（

主
水
は
六
代
重
隆
、
弥
太
郎
は
八
代
重
季
で
あ
る
（
米
良
氏
系
図
参
照
）。

重
隆
の
三
男
で
永
煩
い
で
あ
っ
た
弥
太
郎
重
季
が
五
月
に
死
去
し
た
た
め
、

八
歳
に
な
る
孫
の
則
隆
に
家
督
を
譲
り
た
い
旨
を
幕
府
に
届
け
出
、
将
軍
家

光
の
裁
許
に
よ
り
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、

米
良
家
の
家
督
相
続
を
幕
府
に
願
い
出
た
の
は
相
良
壱
岐
守
頼
寛
で
あ
り
、

相
良
氏
を
介
し
て
の
幕
府
上
申
で
あ
っ
た
。
子
細
と
指
示
は
旗
本
安
倍
正
之

に
よ
っ
て
書
状
で
通
知
さ
れ
て
い
る
。

急
度
令
啓
上
候
、
然
者
米
良
主
水
殿
跡
式
之
儀
、
去
比
被
仰
越
候
、
其
砌
　
　

之
御
報
ニ
具
ニ
如
申
入
候
、
酒
井
讃
岐
守
殿
御
月
番
之
時
分
故
、
一
ツ
書
　
　

を
以
子
細
を
申
上
候
つ
る
、
其
段
被
達
上
聞
候
処
ニ
、
相
良
壱
岐
守
次
第
　
　

如
前
々
可
申
付
旨
御
諚
ニ
候
、
因
茲
讃
岐
守
殿
ゟ
御
奉
書
被
遣
候
、
弥
拙

者
ゟ
様
子
可
申
入
由
ニ
付
而
如
此
候
、

右
之
趣
主
水
方
へ
被
仰
渡
、
以
飛
札
成
共
御
礼
被
申
上
可
然
候
、
就
中
貴
　
　

様
ゟ
も
御
奉
書
之
乍
御
受
、
以
御
使
者
御
礼
被
仰
上
尤
ニ
奉
存
候
、
委
細
　
　

者
先
書
ニ
申
進
候
間
令
省
略
候
、
恐
惶
謹
言

                           
           

安
倍
四
郎
五
郎

            

八
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
之
（
花
押
）

            

相
良
壱
岐
守
様

            

　
　
　
　
　
人
々
御
中

）
11
（

こ
の
書
状
も
安
倍
か
ら
相
良
宛
で
あ
り
、
家
督
相
続
の
認
可
を
米
良
重
隆

に
伝
達
し
、
飛
札
で
御
礼
を
申
し
上
げ
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に

「
尚
々
書
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

尚
以
讃
岐
守
殿
拙
者
へ
御
尋
候
者
、
此
跡
代
々
次
目
之
御
礼
被
申
上
候

時
分
、
御
老
中
連
判
之
奉
書
被
遣
候
哉
、
如
何
与
被
仰
候
、
久
儀
ニ
候

条
荐
者
覚
不
申
候
、
乍
去
弥
次
郎
相
果
、
弥
太
郎
次
目
之
御
礼
被
申
候

時
分
者
、
相
良
左
兵
衛
殿
弥
太
郎
を
被
召
連
、
様
子
被
仰
付
、
則
相
済
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一
一

候
か
と
存
候
、
然
間
御
奉
書
之
儀
者
覚
不
申
候
旨
申
上
候
、
今
度
も
参

勤
可
仕
儀
ニ
候
得
共
、
壱
岐
守
殿
者
在
国
、
主
水
者
大
老
、
弥
太
郎
子

者
幼
少
故
、
参
府
不
罷
成
趣
を
逸
々
申
達
候
、
此
書
状
之
趣
主
水
へ
可

被
仰
聞
候
、
以
上

酒
井
が
、
家
督
相
続
の
御
礼
に
は
老
中
連
判
状
を
遣
わ
す
か
ど
う
か
を
安

倍
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
安
倍
は
覚
え
て
い
な
い
、
弥
太
郎
（
重
季
）
の
相
続

で
は
相
良
頼
寛
が
弥
太
郎
を
伴
い
御
礼
を
申
し
述
べ
れ
ば
済
み
、
奉
書
は
記

憶
に
な
い
と
答
え
て
い
る
。
家
督
の
御
礼
に
は
参
勤
す
べ
き
で
あ
る
が
、
頼

寛
は
在
国
中
で
あ
り
、
重
隆
は
「
大
老
」、
弥
太
郎
の
子
則
隆
は
「
幼
少
」

で
あ
る
た
め
参
勤
で
き
な
い
旨
を
上
申
し
て
き
た
の
で
、
書
状
の
内
容
を
重

隆
に
伝
え
る
よ
う
頼
寛
に
命
じ
て
い
る
。

孫
則
隆
へ
の
家
督
相
続
を
認
め
ら
れ
た
重
隆
は
、
九
月
四
日
付
で
頼
寛
に

「
御
前
之
儀
以
御
取
合
、
悴
家
相
続
申
儀
誠
以
生
々
世
々
忝
奉
存
候

）
11
（

」
と
の

書
状
を
書
き
送
っ
て
い
る
。

享
保
五
年
七
月
二
五
日
に
一
二
代
則
元
が
江
戸
で
急
死
し
た
際
の
事
例
に

つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
同
年
四
月
、
米
良
則
元
は
江
戸
に
参
勤
し
て
い
た
が
、

疱
瘡
に
罹
っ
た
た
め
老
中
へ
病
気
の
旨
を
届
け
出
て
い
た
。
療
養
を
命
じ
ら

れ
た
も
の
の
快
復
せ
ず
、
五
月
二
二
日
に
急
死
し
て
し
ま
う
。
人
吉
藩
主
相

良
長
興
は
、
亀
之
助
に
米
良
山
を
相
続
さ
せ
る
べ
き
願
書
を
七
月
一
九
日
に

老
中
井
上
河
内
守
へ
提
出
し
た
。
同
月
二
五
日
に
相
良
家
留
守
居
が
老
中
宅

へ
呼
ば
れ
、
亀
之
助
の
家
督
相
続
を
認
め
る
書
付
を
渡
さ
れ
た
。
人
吉
藩
で

は
早
速
御
請
使
者
を
派
遣
す
る
と
と
も
に
、
藩
主
長
興
の
名
代
と
し
て
嗣
子

長
在
が
相
続
御
礼
と
し
て
各
老
中
宅
を
回
礼
し
て
い
る
。
ま
た
米
良
山
に
は

そ
の
旨
を
知
ら
せ
る
た
め
菊
池
仙
右
衛
門
が
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
次
の

よ
う
に
伝
達
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
覚

一
、
今
般
山
中
相
続
被
仰
付
候
、
為
御
礼
亀
之
助
御
城
下
へ
被
罷
出
候
儀
　
　
　

ハ
幼
少
之
事
ニ
候
間
、
以
使
者
御
礼
被
仰
上
候
而
茂
可
然
候

一
、
主
膳
与
申
名
、
代
々
之
儀
ニ
而
公
儀
へ
も
御
家
中
も
御
存
知
之
事
ニ
　
　
　

候
間
、
亀
之
助
ヲ
主
膳
ニ
被
相
改
、
可
然
与
之
御
意
ニ
御
座
候

一
、
亀
之
助
方
よ
り
為
御
礼
江
戸
御
屋
敷
へ
使
者
不
及
被
差
上
候
、
先
格
　
　
　

之
通
以
飛
札
被
仰
上
候
様
ニ
と
の
御
事
ニ
候

）
11
（

す
な
わ
ち
、
こ
の
た
び
の
家
督
相
続
に
関
し
、
亀
之
助
は
幼
少
の
た
め
人

吉
城
下
へ
は
御
礼
の
使
者
を
遣
わ
す
こ
と
。
亀
之
助
を
主
膳
と
改
名
す
る
よ

う
「
御
意
」
が
あ
っ
た
こ
と
、
亀
之
助
か
ら
江
戸
屋
敷
へ
の
御
礼
使
者
は
不

要
で
あ
り
、先
格
通
り
飛
札
を
出
す
こ
と
、な
ど
が
人
吉
藩
か
ら
指
示
さ
れ
た
。

亀
之
助
は
早
速
主
膳
と
改
名
し
、
相
続
御
礼
の
使
者
を
城
下
へ
派
遣
し
た
。

九
月
六
日
に
は
御
館
で
家
老
た
ち
と
対
面
し
て
「
太
刀
銀
・
馬
代
・
二
種
壱

荷
」
を
献
上
し
た
。
長
在
や
そ
の
奥
方
・
門
葉
方
へ
祝
儀
を
進
上
す
る
と
と

も
に
、
江
戸
の
老
中
へ
も
使
者
を
派
遣
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
米
良

氏
の
場
合
家
督
相
続
は
、
幕
府
へ
の
届
け
出
か
ら
許
認
可
・
相
続
御
礼
に
至

る
ま
で
、
人
吉
藩
を
介
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

四　

米
良
氏
の
参
勤

（
一
）
歴
代
当
主
の
参
勤
状
況

交
代
寄
合
の
参
勤
に
つ
い
て
は
、
一
八
世
紀
中
頃
に
は
隔
年
参
勤
す
る
家

が
九
家
、
定
府
が
七
家
、
定
府
の
那
須
家
を
除
く
那
須
衆
三
家
は
毎
年
一
二
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一
二

月
参
府
四
月
御
暇
、
信
濃
衆
三
家
は
天
明
四
年
以
降
毎
年
一
家
ず
つ
の
参
府

な
ど
様
々
で
あ
り
、
在
府
期
間
も
短
い
場
合
が
多
か
っ
た

）
11
（

。
米
良
氏
の
場
合
、

歴
代
当
主
は
「
五
ケ
年
目
々
ニ
参
府
御
目
見
仕
候

）
11
（

」
と
、
五
年
に
一
度
参
勤

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
当
主
が
幼
少
で
あ
る
場
合
な
ど
は
年
延
べ
さ
れ

る
場
合
も
あ
っ
た

）
1（
（

。
歴
代
当
主
の
参
勤
状
況
を
示
し
た
の
が
第
１
表
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
重
隆
が
参
勤
し
て
家
康
・
秀
忠
に
御
目
見
し
て
以
降
、
則

信
ま
で
歴
代
将
軍
に
数
度
御
目
見
し
た
と
す
る
が
、「
年
月
不
知
」
と
す
る

も
の
が
多
く
、
実
際
に
参
勤
し
て
将
軍
に
御
目
見
し
て
い
た
か
は
明
ら
か
で

な
い
。
ま
た
則
信
ま
で
家
督
相
続
し
た
年
月
も
不
明
で
あ
り
、
相
続
の
御
礼

に
参
勤
し
て
い
た
か
も
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
寛
文
三
年
八
月
一
一
日
条
に

は
「
相
良
遠
江
守
頼
喬
に
隷
属
せ
る
米
良
主
膳
則
重
就
封
の
い
と
ま
給
ふ

）
11
（

」

と
あ
り
、
則
重
が
将
軍
家
綱
に
御
目
見
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
正

徳
二
年
以
降
は
年
月
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
原
則
と
し
て
五
年
に
一
度
で
は

あ
る
が
定
期
的
に
参
勤
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

米
良
氏
の
参
府
に
際
し
て
は
人
吉
藩
か
ら
幕
府
へ
参
勤
願
が
出
さ
れ
、
人

吉
藩
を
通
じ
て
米
良
氏
へ
伝
達
さ
れ
た
。
享
保
八
年
二
月
八
日
の
則
純
か
ら

の
飛
札
で
は
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。

（
前
略
）
来
辰
年
参
府
年
ニ
相
当
候
、
未
た
年
少
候
間
、
長
在
公
御
在
府
　
　

之
中
、
江
府
参
上
候
様
ニ
仕
度
願
之
趣
申
越
、
此
度
者
当
九
月
御
参
府
之
　
　

上
御
伺
、
追
而
可
被
成
御
差
図
旨
也
、
且
主
膳
事
依
幼
少
為
諸
事
衛
護
、

江
戸
御
屋
敷
迄
同
姓
五
郎
兵
衛
則
信
相
伴
照則
山信
ト、
云後
、
将
軍
御
目
見
相
済

次
第
同
道
帰
山
仕
度
旨
申
越
候
得
共
、
此
段
者
隠
居
之
事
候
間
、
乍
内
証

附
添
出
府
候
儀
者
用
捨
候
様
御
返
答
有
之
候
事

）
11
（

来
年
は
参
府
の
年
に
あ
た
る
が
、
則
純
が
幼
少
の
た
め
、
相
良
長
在
が
在

府
中
に
参
勤
し
た
い
と
の
願
を
聞
い
た
が
、
今
年
九
月
に
参
府
の
予
定
で
あ

る
の
で
追
っ
て
指
図
が
あ
る
旨
を
回
答
し
て
い
る
。
ま
た
則
純
護
衛
の
た
め

人
吉
藩
江
戸
屋
敷
ま
で
先
々
代
則
信
が
同
道
し
、
将
軍
御
目
見
が
済
み
次
第

帰
山
し
た
い
旨
を
上
申
し
た
と
こ
ろ
、
則
信
は
隠
居
の
身
で
あ
る
か
ら
と
付

添
出
府
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。

米
良
氏
の
参
勤
日
程
は
前
年
に
人
吉
藩
か
ら
用
番
老
中
に
伺
い
が
出
さ
れ
、

「
来
春
御
伺
候
様
ニ

）
11
（

」
と
指
示
さ
れ
た
り
、「
可
為
勝
手
次
第
」
と
願
書
に
付

札
で
回
答
さ
れ
、
藩
で
は
そ
の
旨
を
飛
札
で
米
良
山
へ
伝
え
て
い
る

）
11
（

。
延
享

三
年
、
米
良
主
膳
則
純
が
来
年
参
府
年
の
た
め
、
相
良
頼
峰
は
一
一
月
二
七

日
付
で
御
用
番
酒
井
雅
楽
頭
へ
次
の
よ
う
な
伺
書
を
出
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
米
良
主
膳

右
主
膳
儀
、
去
亥
年
参
府
仕
候
、
来
卯
年
出
府
年
ニ
而
御
座
候
、
従
先
規
　
　

五
箇
年
ニ
一
度
宛
出
府
仕
御
礼
申
上
候
、
前
々
之
通
来
年
四
月
中
致
参
府
　
　

候
様
可
仕
哉
奉
伺
候
、
以
上

　
　
　
　
十
一
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
良
政
太
郎

）
11
（

こ
れ
に
対
し
て
酒
井
は
、
二
九
日
に
「
可
為
伺
之
通
候
」
と
の
付
札
で
回

答
し
て
い
る
。
人
吉
藩
で
は
そ
の
旨
を
翌
年
正
月
七
日
に
在
所
に
伝
え
、
米

良
主
膳
へ
通
知
し
た
。
主
膳
か
ら
の
請
書
は
正
月
一
四
日
に
江
戸
へ
送
ら
れ
、

二
月
三
日
に
江
戸
に
到
着
し
た
請
書
は
同
月
一
五
日
付
で
酒
井
へ
届
け
ら
れ

た
。

私
支
配
米
良
主
膳
儀
旧
冬
奉
伺
、
当
年
四
月
中
出
府
可
仕
旨
被
仰
出
候
趣
、　
　

於
在
所
主
膳
江
申
聞
候
処
、
奉
畏
難
有
仕
合
奉
存
候
、
此
段
為
可
申
上
、
　
　

以
使
者
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
二
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
良
政
太
郎

）
11
（



宮崎公立大学人文学部紀要　第22巻　第１号

一
三

2 1653 8 18
1570 1653 1 1615

7 1630 6 14
1601 1630

15 1638 4 8
1607 1638 15 1638

1 1644 9 1669 10 20
1631 1669 2 1649

2 1653

2 1653 2 1682 12 15
1641 1682 2 1656

6
4 1676
1 1681

1 1684 5 1715
1665 1739 2 1712 8 4 1739 9 5

1 1716 5 1715 5 5 22
1691 1720 5 1720

12 1727 5 1720 2 1765 3 5
1711 1765 16 1731

20 1735
4 1739
3 1743
4 1747
1 1751
5 1755
9 1759
13 1763

7 1770 2 1765 1 1801
1753 1807 3 1774 4 1807 5 5

7 1778
2 1782
6 1786
2 1790
6 1794
10 1798

2 1802 1 1801 11 1 1818
1786 1848 3 1806 13 1 1848 9 5

7 1810
1 1818 31

5 1822 4 1821 10 1 1848 12 7
1804 1848 9 1826 29

13 1830 32
5 1834
9 1838
13 1843
3 1846

3 1846 3 1850 3 40 1907 11 30
1830 1907 1 1854 28

5 1858 33
2 1862



交代寄合米良氏と人吉藩 (大賀郁夫)

一
四

則
純
は
予
定
通
り
四
月
に
参
府
し
、
江
戸
で
の
御
目
見
を
果
た
し
て
、
五

月
二
七
日
江
戸
を
発
足
し
、
七
月
一
一
日
米
良
へ
無
事
帰
山
し
た
。

（
二
）
米
良
氏
の
参
府
経
路

米
良
氏
の
参
府
に
つ
い
て
は
参
府
日
記
が
五
例
残
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。
こ
の
う

ち
経
路
や
宿
泊
地
が
分
か
る
四
例
か
ら
、
米
良
氏
の
参
府
状
況
を
み
て
み
よ

う
。米

良
氏
の
参
府
経
路
と
し
て
は
、
板
谷
か
ら
人
吉
へ
出
て
北
上
す
る
西
廻

り
コ
ー
ス
と
、
渡
川
か
ら
細
島
へ
出
て
そ
こ
か
ら
乗
船
す
る
東
廻
り
コ
ー
ス

が
あ
っ
た
。
米
良
氏
は
原
則
と
し
て
五
年
（
実
質
は
四
年
）
ご
と
に
参
府
し
、

三
月
一
〇
日
前
後
に
在
所
を
発
ち
、
四
月
中
～
下
旬
に
江
戸
に
着
く
と
い
う

行
程
で
あ
っ
た
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
ス
を
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
（
第

２
表
参
照
）。

西
廻
り
コ
ー
ス

享
和
二
年
の
参
府
は
西
廻
り
コ
ー
ス
が
取
ら
れ
た
。
三
月
一
一
日
に
在
所

を
発
ち
、そ
の
日
は
板
谷
村
に
止
宿
。
以
下
人
吉
城
下
（
泊
）
か
ら
八
代
（
泊
）

～
川
尻
（
泊
）
～
植
木
～
高
瀬
（
泊
）
～
筑
前
国
羽
犬
塚
（
泊
）
～
内
野
（
泊
）、

飯
塚
か
ら
川
舟
で
豊
前
黒
崎
町
ま
で
下
る
（
泊
）。
翌
日
乗
船
す
る
が
二
二

日
ま
で
滞
船
し
、
二
三
日
に
出
舟
し
下
関
に
入
船
。
こ
こ
に
二
五
日
ま
で
滞

船
し
、
二
六
日
出
舟
し
て
瀬
戸
内
海
に
入
る
。
室
積
～
上
関
～
岩
井
～
大
坂

富
島
か
ら
川
舟
で
安
治
川
を
上
り
大
坂
相
良
屋
敷
着
。
こ
こ
に
九
日
ま
で
滞

在
し
、
一
〇
日
川
舟
で
伏
見
へ
上
り
、
大
津
か
ら
東
海
道
を
東
上
し
、
草
津

（
泊
）
～
土
山
（
泊
）
～
四
日
市
（
泊
）
～
桑
名
～
宮
原
（
泊
）
～
藤
川
（
泊
）

～
荒
井
（
泊
）
～
袋
井
（
泊
）
～
大
井
川
～
岡
部
（
泊
）
～
安
部
川
～
油
比

（
泊
）
～
三
島
（
泊
）
～
小
田
原
（
泊
）
～
戸
塚
（
泊
）、
四
月
二
三
日
に
人

吉
藩
上
屋
敷
に
到
着
し
て
い
る
。
ほ
ぼ
四
〇
日
ほ
ど
の
日
程
で
あ
っ
た
。

東
廻
り
コ
ー
ス

文
化
三
年
の
参
府
で
は
日
向
国
に
出
る
東
廻
り
コ
ー
ス
が
取
ら
れ
た
。
三

月
一
一
日
に
在
所
を
発
ち
、
銀
鏡
か
ら
渡
川
（
泊
）
～
神
門
～
坪
屋
（
泊
）、

山
陰
か
ら
川
舟
で
佳
原
番
所
を
通
り
、
一
三
日
細
島
新
町
泊
。
こ
こ
に
一
八

日
ま
で
滞
在
し
て
酒
宴
・
芝
居
に
興
じ
て
い
る
。
一
九
日
細
島
を
出
帆
し
、

二
一
日
に
は
臼
杵
城
下
を
見
物
し
、
出
船
・
滞
船
を
く
り
返
し
て
瀬
戸
内
海

に
入
り
、
御
手
洗
か
ら
四
月
二
日
多
度
津
に
着
き
、
金
比
羅
宮
に
参
詣
し
て

い
る
。
そ
の
後
赤
穂
～
一
ノ
谷
～
尼
崎
、
九
日
木
津
川
に
入
り
、
翌
日
大
坂

蔵
屋
敷
に
入
っ
た
。
一
二
日
ま
で
滞
在
し
、
一
四
日
に
大
津
か
ら
東
海
道
に

入
り
、
あ
と
は
西
廻
り
コ
ー
ス
と
同
じ
で
あ
る
。
ほ
ぼ
ひ
と
月
の
船
旅
で
あ

り
、
四
月
二
六
日
に
江
戸
に
到
着
し
た
。

な
お
、
江
戸
か
ら
国
元
へ
の
経
路
と
し
て
は
、
東
海
道
と
中
山
道
の
二
つ

の
コ
ー
ス
が
あ
っ
た
が
、
大
坂
以
降
は
瀬
戸
内
～
日
向
国
細
島
～
坪
屋
～
渡

川
～
小
川
着
と
い
う
コ
ー
ス
で
あ
っ
た
。

（
三
）
江
戸
滞
在
日
程

参
府
し
た
米
良
氏
は
、
江
戸
で
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
は
文
化
三
（
一
八
〇
六
）
年
に
参
府
し
、
四
月
二
六
日
か
ら

五
月
二
十
日
ま
で
江
戸
に
滞
在
し
た
米
良
則
順
の
動
向
を
見
て
み
よ
う

）
11
（

（
第

３
表
参
照
）。       



宮崎公立大学人文学部紀要　第22巻　第１号

一
五

2 1802 3 1806 5 1822 9 1826
3.11 4.23 5.18 6.29 3.11 4.26 5.20 7.10 3.10 4.15 6.18 8.2 3.11 4.24 5.27 7.24

3.11 3.11 3.10 3.11
3.12
3.13 3.12 3.11 3.12

3.14 3.13 3.12 3.13
3.14

3.15 3.14 3.13 15
3.15 3.16 17 3.15

3.16 3.16 18
3.19 3.18 3.16

3.17 3.20 3.19 20
3.21 3.17

3.18 3.22 3.21
3.23 3.22 3.18

3.19 3.24 25 3.23
3.20 22 3.26 3.24 3.19
3.23 3.27 3.25 3.20
3.24 25 3.28 3.26 3.21
3.26 3.27 3.22
3.27 3.29 3.28 29 3.23
3.28 4.1 4.1 3.24
3.29 4.2 4.2 3.25
4.1 2
4.3 4.3 4.3 3.26
4.4 4.4 4.4 3.27
4.5 4.5 3.28
4.6 4.5 3.29
4.7 4.6 3.

4.7 4.6
4.8 9 4.8 4.7 4.1
4.10 4.9 4.2 3
4.11 4.8 4.4

4.10 4.5
4.9 4.6

4.12 4.11 12 4.7
4.13 4.13 4.10 4.8
4.14 4.14 4.9 10

4.11 4.11
4.15 4.15 4.12
4.16 4.16 4.12 4.13
4.17 4.17 4.14
4.18 4.13 4.15
4.19 4.18
4.20 4.14 4.16
4.21 4.19
4.22 4.15 4.17
4.23 4.20

4.21 4.18
4.19

4.22
4.23 4.20

4.24 4.21
4.22

4.25 4.23
4.24

4.26



交代寄合米良氏と人吉藩 (大賀郁夫)

一
六

5.18 5.20 6.18 5.27
5.19
5.20 5.21 6.19 5.28
5.21

5.22 6.20 5.29
5.22
5.23 5.23 6.1
5.24 6.21 6.2
5.25 5.24

6.22 6.3
5.26 5.25 6.4
5.27 5.26 6.23 6.5
5.28 6.24 6.6

5.27 6.7
5.29 5.28 6.25

5.29 6.26 6.8
6.1 6.9 16

6.1 9 6.27 6.17
6.2 6.10
6.6 6.11 12 6.28 6.18 22
6.7 6.13 15 6.29 6.23

6.16 6.
6.11 12 6.17 7.1 6.24
6.13 6.18 7.2 7 6.25
6.14 15 7.8 6.26
6.16 6.19 7.9 6.27

6.20 7.10
6.17 6.21 7.11 6.28
6.18 6.22 7.12 6.29
6.19 6.23 7.13 6.
6.20 6.24 7.14 18 7.1 3
6.21 6.25 7.19 7.4
6.22 6.26 7.5
6.23 7.20 24 7.6

6.27 7.2 7.25 7.7 8
6.24 7.3 7.26 7.9
6.25 26 7.4 7.10 14
6.27 7.5 7.27 28 7.15

7.29 7.16
6.28 7.6 7 7.17

7.8 8.1 7.18
6.29

7.9 8.2 7.19
7.20

7.10 7.21
7.22
7.23

7.24



宮崎公立大学人文学部紀要　第22巻　第１号

一
七

享
和
元
（
一
八
〇
一
）
年
一
一
月
に
家
督
を
相
続
し
た
則
順
は
、
翌
二
年

と
文
化
三
年
・
同
七
年
・
文
政
元
年
の
四
回
参
府
し
て
い
る
。
文
化
三
年
三

月
一
一
日
に
在
所
を
発
ち
、
東
廻
り
コ
ー
ス
で
細
島
か
ら
瀬
戸
内
～
大
坂
～

東
海
道
を
通
り
、
四
月
二
六
日
に
江
戸
に
到
着
し
た
。
人
吉
藩
上
屋
敷
に
到

着
し
た
則
順
は
家
老
・
用
人
・
留
守
居
ら
と
面
会
し
、
藩
主
相
良
頼
之
に
も

目
通
り
し
て
二
汁
五
菜
料
理
・
吸
物
・
酒
な
ど
を
振
る
舞
わ
れ
た
。
翌
日
は

明
後
日
に
老
中
回
勤
を
予
定
し
て
い
る
旨
を
届
け
出
、
二
九
日
、
明
け
六
ツ

時
に
屋
敷
を
出
て
人
吉
藩
留
守
居
同
道
に
て
老
中
邸
を
訪
ね
、
口
上
書
を
提

出
す
る
。
そ
の
際
の
供
回
り
は
、
米
良
善
右
衛
門
・
那
須
兵
右
衛
門
の
ほ
か

は
、
供
侍
一
人
、
先
払
い
三
人
、
手
鑓
・
挟
箱
各
一
人
、
馬
口
付
二
人
、
監

笠
・
草
履
取
り
・
沓
箱
各
一
人
、
笠
箱
二
人
、
荷
手
人
四
人
・
跡
押
一
人
な

ど
、
総
計
二
〇
人
ほ
ど
は
人
吉
藩
江
戸
詰
や
雇
い
足
軽
た
ち
で
あ
っ
た
。
参

府
費
用
や
従
者
数
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
弘
化
三
年
の
参
府
時
で
は
「
御

参
府
御
供
ニ
付
御
旅
金
御
内
借
取
立
高
」
と
し
て
、
一
五
人
か
ら
六
七
両
が

拠
出
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。
晦
日
に
は
藩
か
ら
近
習
が
使
者
と
し
て
、
明
日
の
登
城

で
は
献
上
物
の
仕
立
て
ま
で
万
事
人
吉
藩
の
指
南
通
り
に
行
う
よ
う
指
示
が

な
さ
れ
て
い
る
。

五
月
朔
日
、
明
六
ツ
時
に
屋
敷
を
出
て
、
藩
留
守
居
同
道
に
て
登
城
し
た
。

城
中
で
は
大
広
間
と
蘇
鉄
間
の
あ
い
だ
泊
に
着
座
し
、
刀
は
玄
関
前
二
間
ほ

ど
手
前
で
家
来
に
渡
し
置
い
た
。
将
軍
出
御
前
に
、
坊
主
の
案
内
で
先
例
通

り
御
礼
席
に
着
座
し
た
上
で
、
奏
者
番
よ
り
献
上
物
の
披
露
が
な
さ
れ
た
。

将
軍
家
斉
と
世
嗣
の
大
納
言
家
慶
の
出
御
が
あ
り
、
御
目
見
と
御
礼
も
恙
な

く
済
ま
せ
退
出
し
た
。
そ
の
ま
ま
西
丸
へ
登
城
し
、
大
広
間
で
奏
者
番
・
大

目
付
・
目
付
へ
御
礼
を
言
上
し
て
退
出
し
た
。
老
中
へ
回
礼
を
済
ま
せ
た
後

4 26

27

28
29

2 18

5

2
3
5 4
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

p960 969



交代寄合米良氏と人吉藩 (大賀郁夫)

一
八

人
吉
藩
上
屋
敷
へ
参
上
し
、
藩
主
よ
り
祝
儀
と
し
て
肴
一
折
を
拝
領
し
て
い

る
。そ

の
後
は
愛
宕
山
明
神
や
目
黒
参
り
な
ど
を
楽
し
み
、
七
日
に
は
伊
東
・

大
嶋
・
島
津
・
秋
月
各
氏
へ
見
舞
を
行
っ
て
い
る
。
一
一
日
に
は
朝
五
ツ
時

に
登
城
し
、
桧
間
で
帰
山
の
暇
を
下
さ
れ
縮
緬
二
巻
を
拝
領
し
た
。
ま
た
若

年
寄
堀
田
正
敦
よ
り
内
々
で
米
良
家
筋
に
関
す
る
尋
問
が
あ
り
、
委
細
は
在

所
で
調
べ
て
か
ら
報
告
す
る
旨
を
回
答
し
て
い
る
。
西
丸
へ
も
登
城
し
、
蘇

鉄
間
で
同
様
に
暇
を
下
さ
れ
縮
緬
を
拝
領
し
て
い
る
。
退
城
後
上
屋
敷
に
参

上
し
て
そ
の
日
は
帰
宅
し
て
い
る
。
一
九
日
ま
で
慌
た
だ
し
く「
先
例
之
通
」

の
儀
式
や
酒
宴
が
続
き
、
二
〇
日
朝
七
ツ
時
半
過
ぎ
に
則
順
ら
は
江
戸
を
出

立
し
、
中
山
道
経
由
で
帰
山
の
途
に
つ
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
米
良
氏
は
原
則
と
し
て
五
年
に
一
度
参
府
し
、
江
戸
屋
敷

を
持
た
な
い
た
め
人
吉
藩
上
屋
敷
に
仮
住
ま
い
す
る
が
、
登
城
し
て
将
軍
に

拝
謁
し
、
老
中
・
若
年
寄
ら
幕
閣
を
回
勤
す
る
な
ど
、
交
代
寄
合
の
格
式
に

相
応
し
い
役
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
も
っ
と
も
登
城
の
作
法
や
幕

閣
へ
の
回
勤
な
ど
は
す
べ
て
人
吉
藩
の
指
南
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

際
の
供
侍
や
家
人
な
ど
も
ほ
と
ん
ど
が
人
吉
藩
か
ら
提
供
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。

交
代
寄
合
で
あ
り
な
が
ら
、
江
戸
滞
在
中
の
則
順
は
相
良
頼
之
に
「
御
目

見
被
仰
付
」
る
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
相
良
氏
の
処
遇
は
米
良
氏
を
交

代
寄
合
旗
本
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
の
家
臣
扱
い
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。

五　

米
良
氏
の
領
主
仕
置
権

米
良
氏
は
米
良
山
に
お
い
て
ど
の
程
度
領
主
仕
置
権
を
行
使
で
き
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
貞
享
二
年「
米
良
山
毒
殺
一
件
」と
、宝
暦
一
〇
年「
相

良
民
部
様
御
支
配
百
姓
騒
動
一
件
」
か
ら
、
米
良
氏
の
領
主
仕
置
権
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。

貞
享
元
年
「
米
良
山
毒
殺
一
件
」
は
、
貞
享
元
年
に
参
府
途
中
で
領
主
米

良
則
信
の
家
老
米
良
四
郎
右
衛
門
が
、
銀
鏡
の
米
良
源
太
夫
に
毒
殺
さ
れ
た

と
し
て
、
源
太
夫
と
そ
の
子
助
右
衛
門
を
切
腹
に
処
し
た
と
い
う
も
の
で
あ

る
）
1（
（

。
翌
二
年
正
月
、
米
良
家
家
老
た
ち
は
事
の
次
第
を
人
吉
藩
家
老
衆
へ
報

告
し
、
こ
れ
を
う
け
て
人
吉
藩
は
米
良
山
か
ら
家
老
を
人
吉
に
呼
ん
で
事
情

を
聞
く
と
と
も
に
、
米
良
山
へ
調
査
の
た
め
家
臣
を
派
遣
し
た
。
事
が
「
毒

殺
」
と
さ
れ
た
た
め
、
毒
薬
の
入
手
経
路
が
詮
議
さ
れ
た
が
解
明
に
は
至
ら

な
か
っ
た
。
こ
の
事
件
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
源
太
夫
を
独
断
で
斬
罪
に

処
し
た
こ
と
で
あ
る
。
同
年
八
月
二
日
付
で
、
米
良
家
老
た
ち
は
次
の
よ
う

な
詫
証
文
を
人
吉
藩
家
老
宛
に
提
出
し
て
い
る
。

一
於
米
良
山
中
斬
罪
申
付
候
族
有
之
節
者
、
先
達
而
球
麻
江
得
御
内
意
御

差
図
次
第
ニ
可
仕
之
旨
、
先
年
以
御
条
目
被
仰
渡
候
処
、
米
良
源
太
夫
切

腹
申
付
候
時
分
右
之
段
致
忘
却
御
窺
不
申
上
、
今
更
蒙
御
詮
儀
致
迷
惑
候
、
　
　

此
儀
聊
主
膳
不
念
ニ
而
無
之
、
我
々
共
不
届
ニ
而
右
之
通
ニ
候
所
、
無
異
　
　

儀
被
差
置
誠
以
忝
次
第
ニ
奉
存
候
事

一
自
今
已
後
何
篇
に
よ
ら
す
、
公
儀
向
惣
而
御
仕
置
方
御
差
図
少
茂
違
背
不

仕
被
仰
付
候
趣
可
奉
守
其
旨
事

）
11
（

米
良
山
で
斬
罪
す
べ
き
者
が
い
る
場
合
は
、
事
前
に
人
吉
藩
の
内
意
を
得
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九

て
そ
の
差
図
に
従
う
よ
う
条
目
で
指
示
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
源

太
夫
に
独
自
の
判
断
で
切
腹
さ
せ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

米
良
家
老
た
ち
は
主
膳
の
「
不
念
」
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
落
度
で
あ
る

と
認
め
、
詫
証
文
を
提
出
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
米
良
氏
が
自
ら
の
家
臣
に

対
す
る
仕
置
権
が
無
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。   

次
に
宝
暦
一
〇
年
「
相
良
民
部
様
御
支
配
百
姓
騒
動
一
件
」
に
つ
い
て
み

て
み
よ
う
。
こ
の
事
件
は
、
宝
暦
一
〇
年
四
月
か
ら
明
和
五
年
五
月
に
か
け

て
、
米
良
山
川
筋
に
住
居
す
る
者
た
ち
が
大
勢
薩
摩
藩
領
須
木
に
逃
散
し
た

も
の
で
あ
る
。

次
の
史
料
は
、
人
吉
藩
が
四
月
二
一
日
付
で
隣
藩
延
岡
藩
に
事
情
を
説
明

し
た
も
の
で
あ
る
。

 

一
筆
致
啓
上
候
、
民
部
支
配
米
良
主
膳
領
分
之
内
川
筋
と
申
所
之
者
、
去
　
　

年
以
来
入
組
之
儀
有
之
候
付
於
江
府
公
儀
へ
御
伺
被
申
上
候
処
、
右
之
者
　
　

共
民
部
城
下
江
召
呼
、
遂
吟
味
候
様
御
差
図
相
済
申
候
、
依
之
万
一
御
領
　
　

内
へ
於
逃
散
者
被
御
留
置
、
御
内
々
被
仰
知
可
被
下
候
、
頼
存
候
、
右
為
　
　

御
知
旁
為
可
得
御
意
如
此
御
座
候
、
恐
惶
謹
言

）
11
（

川
筋
の
者
た
ち
と
の
出
入
り
に
つ
い
て
、
幕
府
へ
届
け
る
と
と
も
に
頭
取

た
ち
を
人
吉
城
下
へ
呼
び
吟
味
を
す
る
旨
を
知
ら
せ
、
万
一
延
岡
領
に
逃
散

し
た
場
合
は
留
め
置
く
よ
う
依
頼
し
て
い
る
。
頭
取
た
ち
の
取
り
調
べ
も
人

吉
藩
の
手
で
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

同
年
六
月
、
米
良
山
川
筋
者
た
ち
一
四
〇
人
が
薩
摩
藩
領
須
木
に
逃
散
し
、

同
一
二
年
に
は
一
三
〇
人
、
明
和
四
年
に
は
一
七
〇
人
が
同
所
に
逃
散
す
る

な
ど
逃
散
と
帰
参
を
く
り
返
し

）
11
（

、
人
吉
藩
は
薩
摩
藩
と
の
間
で
逃
散
し
た
者

た
ち
の
返
還
交
渉
に
苦
慮
し
て
い
る
。
翌
明
和
五
年
五
月
、
交
渉
の
末
に
薩

摩
藩
か
ら
の
返
還
が
無
事
済
み
、
吟
味
の
結
果
藩
は
関
係
者
に
次
の
よ
う
な

処
罰
を
与
え
た
。

一
逃
散
之
一
件
夫
々
御
吟
味
相
済
申
候
旨
、
為
御
知
左
之
通
申
来

一
筆
致
啓
上
候
、
各
様
弥
御
堅
固
可
存
御
座
珍
重
存
候
、
然
者
先
達
而
御

懸
合
申
置
候
米
良
主
膳
領
分
川
筋
之
者
共
、
徒
党
致
連
判
、
薩
州
御
領
江

逃
散
候
者
且
残
居
候
者
、
何
茂
越
前
守
（
相
良
福
将
―
筆
者
註
）
城
下
江

召
寄
、
遂
吟
味
科
之
軽
重
相
糺
候
上
、
於
江
府
阿
部
伊
豫
守
様
江
仕
置
伺

書
当
三
月
七
日
被
差
出
置
候
処
、
同
廿
一
日
伺
之
通
可
申
付
旨
御
下
知
相

済
申
候
、
依
之
大
罪
之
者
者
引
廻
之
上
獄
門
、
右
ニ
差
続
候
者
者
死
罪
又

者
永
牢
追
払
、
其
外
領
内
并
米
良
山
に
而
所
移
等
夫
々
仕
置
申
付
候
、
尤

委
細
訳
も
不
存
、
頭
立
候
者
ゟ
進
入
無
是
非
徒
党
ニ
加
り
居
、
主
膳
江
立

帰
致
奉
公
度
旨
相
願
候
者
者
叱
之
上
帰
参
申
付
候
、
主
膳
義
者
御
目
通
差

扣
之
格
ニ
可
罷
在
旨
被
仰
出
候
、
右
為
御
知
各
様
迄
可
得
御
意
之
旨
、
越

前
守
申
付
越
候
間
如
是
御
座
候
、
恐
惶
謹
言

）
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三
月
七
日
、
人
吉
藩
か
ら
老
中
に
仕
置
伺
い
が
出
さ
れ
、
同
二
一
日
に
「
伺

之
通
」
と
い
う
下
知
を
受
け
た
。
藩
は
、
大
罪
の
者
は
引
廻
し
の
上
獄
門
、
そ

れ
に
続
く
者
は
死
罪
も
し
く
は
永
牢
・
追
払
い
、
そ
の
ほ
か
領
内
お
よ
び
米
良

山
中
に
て
所
移
し
な
ど
に
処
せ
ら
れ
た
。
委
細
を
知
ら
ず
是
非
無
く
徒
党
に
組

み
し
た
者
で
、
主
膳
へ
の
奉
公
を
望
む
者
は
叱
り
の
う
え
で
帰
参
を
許
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
逃
散
先
と
の
返
還
交
渉
や
幕
府
へ
の
届
け
出
か
ら
一
連
の
仕
置

き
に
至
る
ま
で
、
一
切
が
人
吉
藩
に
よ
っ
て
済
ま
さ
れ
て
お
り
、
米
良
氏
に
よ

る
領
主
仕
置
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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二
〇

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
交
代
寄
合
で
あ
っ
た
米
良
氏
に
つ
い
て
、
菊
池
氏
末
裔
と
さ
れ
た

系
譜
を
整
理
・
検
討
し
、
人
吉
藩
と
の
関
係
か
ら
人
吉
藩
支
配
米
良
山
の
成

立
過
程
、
米
良
氏
の
家
督
相
続
、
参
府
状
況
、
領
主
仕
置
権
の
観
点
か
ら
検

討
を
加
え
て
き
た
。
そ
こ
で
確
認
で
き
た
の
は
、
米
良
氏
は
家
督
相
続
や
参

府
願
・
暇
願
な
ど
、
対
幕
府
関
係
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
人
吉
藩
を
通
し
て

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
米
良
氏
の
領
内
で
起
き
た
逃
散
な
ど
の
事
件

で
も
、
米
良
氏
が
独
自
に
刑
罰
を
科
す
こ
と
は
で
き
ず
、
幕
府
や
諸
藩
と
の

交
渉
を
含
め
人
吉
藩
が
主
体
と
な
っ
て
処
理
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
米
良
氏
は
「
無
高
」
と
さ
れ
、
米
良
山
に
設
定
さ
れ
た
鷹
巣
山
の
管
理

が
唯
一
の
「
役
」
で
あ
っ
た
。
五
年
に
一
度
参
府
を
し
た
が
、
参
府
中
は
人

吉
藩
江
戸
屋
敷
を
仮
住
居
と
し
、
幕
府
の
諸
儀
礼
に
も
参
列
せ
ず
に
一
～

二
ヶ
月
で
帰
山
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
幕
藩
制
下
に
お
い
て
米
良
氏
は
ど
の
よ
う
な
存
在

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
米
良
氏
が
正
式
に
交
代
寄
合
に
列
さ
れ
た
時
期
に

つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
延
享
三
年
に
は
米
良
山
の
村
数
・
人
高
・

屋
敷
数
や
産
物
・
運
上
等
を
書
き
上
げ
た
「
改
帳
」
を
、
人
吉
藩
を
通
し
て

で
は
あ
る
が
米
良
主
膳
名
で
幕
府
勘
定
所
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遅

く
て
も
こ
の
時
期
に
は
交
代
寄
合
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る

）
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（

。

し
か
し
、
人
吉
藩
が
従
来
の
「
人
吉
藩
支
配
米
良
氏
領
」
と
い
う
表
記
を
変

え
て
、
米
良
山
の
肩
書
き
を
「
交
代
寄
合
」
と
す
る
の
は
次
の
よ
う
に
天
保

年
間
の
こ
と
で
あ
る
。

一
主
膳
儀
交
代
寄
合
之
部
ニ
入
候
ハ
ヽ
名
前
之
肩
書
其
通
相
認
可
然
哉
、

又
ハ
此
方
様
御
支
配
之
訳
肩
書
い
た
し
候
儀
ニ
も
可
有
之
哉
、
不
相
分
　
　
　

候
間
不
致
肩
書
候
条
、
其
表
ニ
而
御
聞
合
認
入
候
様
御
取
計
可
被
成
候
、　
　
　

且
当
時
之
年
号
月
付
ニ
候
哉
分
り
兼
候
間
、
是
又
御
聞
合
認
入
可
被
成
　
　
　

候
）
11
（こ

れ
は
米
良
山
の
「
郷
村
高
帳
」
の
提
出
に
際
し
、
人
吉
藩
が
米
良
主
膳

の
「
肩
書
」
を
ど
う
す
る
か
問
い
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
ま
で

米
良
主
膳
の
「
肩
書
」
が
、「
人
吉
藩
支
配
米
良
山
領
主
」
か
「
交
代
寄
合
」

か
が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。結
果
と
し
て
勘
定
所
に
は「
交

代
寄
合 

米
良
主
膳
」
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。

こ
う
し
た
米
良
氏
へ
の
待
遇
変
化
は
、
対
外
的
な
系
譜
面
で
も
確
認
で
き

る
。
米
良
氏
が
自
ら
を
「
菊
池
後
胤
」
と
し
た
の
は
延
享
期
「
覚

）
11
（

」
頃
か
ら

で
あ
る
が
、
幕
府
に
対
し
て
米
良
氏
が
「
菊
池
後
胤
」
と
明
記
し
た
の
は
人

吉
藩
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
時
代
は
下
る
が
、
寛
政
一
一
～
文
化
九
年
の
『
寛

政
重
修
諸
家
譜
』
編
修
に
際
し
て
行
わ
れ
た
「
系
譜
改
」
で
、
人
吉
藩
は
米

良
氏
を
「
菊
池
後
胤
」
と
す
る
「
米
良
氏
系
譜
」
を
提
出
し
た

）
11
（

。
　
編
修
総

裁
の
若
年
寄
堀
田
政
敦
は
こ
の
系
譜
に
興
味
を
持
っ
た
よ
う
で
、
文
化
三
年

五
月
一
一
日
、
参
勤
で
江
戸
に
い
た
米
良
則
順
が
暇
御
礼
の
た
め
登
城
し
た

際
に
、
堀
田
の
意
を
受
け
た
目
付
松
平
伊
織
（
康
英
）
か
ら
尋
問
を
受
け
て

い
る

）
1（
（

。
則
順
は
、米
良
家
筋
が
「
何
氏
之
末
、何
之
時
代
ケ
様
々
々
」
と
い
っ

た
詳
細
な
由
来
書
が
あ
れ
ば
提
出
す
る
よ
う
に
、ま
た
由
来
書
に
限
ら
ず「
感

状
等
其
外
謂
有
家
器
ニ
て
も
所
持
」
し
て
い
る
な
ら
提
出
す
る
か
、
江
戸
に

持
参
し
て
い
な
け
れ
ば
そ
の
有
無
を
言
上
す
る
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
た
。
こ

れ
に
対
す
る
則
順
の
返
答
は
、「
左
様
之
聞
伝
迚
も
無
御
座
、
又
謂
有
家
器

と
て
も
見
及
不
申
候
」
と
い
う
も
の
で
、米
良
家
当
主
自
身
が
「
菊
池
後
胤
」
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一

か
ど
う
か
不
明
と
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
則
順
は
、
自
分
は
若
年

で
あ
る
た
め
調
べ
な
け
れ
ば
即
答
は
で
き
な
い
、
家
臣
や
相
良
家
と
調
査
・

相
談
し
て
後
日
返
答
し
た
い
旨
答
え
て
い
る
。

同
月
一
三
日
、
米
良
則
順
は
家
臣
米
良
善
右
衛
門
を
伊
織
宅
に
派
遣
し
、

正
確
な
系
譜
ほ
か
拝
領
物
等
々
の
有
無
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い
る

）
11
（

。
そ
れ

に
よ
る
と
、
米
良
氏
は
元
来
菊
池
氏
ら
し
い
と
の
伝
承
で
あ
る
が
、
米
良
山

へ
入
山
し
た
後
に
米
良
氏
を
姓
名
と
し
た
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
こ
と
、
感

状
や
家
器
類
も
無
い
こ
と
、
先
年
拝
領
し
た
「
時
服
」
を
重
宝
し
そ
の
後
巻

物
を
拝
領
し
た
が
、
そ
の
ほ
か
詳
し
い
事
は
分
か
ら
な
い
と
報
告
し
て
い
る
。

さ
ら
に
伊
織
か
ら
、
六
年
以
前
（
寛
政
一
一
年
）
に
系
譜
改
め
で
提
出
し
た

系
図
は
残
ら
ず
書
き
出
し
た
も
の
か
、
ま
た
は
当
家
御
代
か
ら
の
書
上
か
を

尋
問
さ
れ
た
善
右
衛
門
は
、
則
順
が
若
年
で
あ
り
自
分
も
今
度
の
参
府
前
に

役
儀
を
拝
命
し
た
ば
か
り
で
不
分
明
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
古
役
の
者
が

い
る
な
ら
帰
山
し
て
写
を
糺
し
、
往
古
か
ら
の
書
上
が
な
け
れ
ば
残
ら
ず
書

出
す
よ
う
、
前
に
書
出
し
た
通
り
で
あ
れ
ば
そ
の
旨
を
申
し
上
げ
る
よ
う
指

示
さ
れ
て
い
る
。
続
け
て
、
米
良
家
家
臣
は
菊
池
か
ら
の
供
で
あ
る
の
か
、

か
れ
ら
は
み
な
譜
代
の
家
臣
な
の
か
と
問
わ
れ
、
全
員
が
譜
代
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
と
答
え
て
い
る
。
人
吉
藩
が
米
良
氏
を
「
菊
池
後
胤
」
と
明
言
し

た
の
に
対
し
て
、
米
良
家
当
主
お
よ
び
そ
の
家
臣
た
ち
も
が
そ
れ
を
知
ら
ず
、

「
感
状
等
其
外
謂
有
家
器
」
も
無
い
と
答
え
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

幕
府
は
米
良
氏
の
交
代
寄
合
と
し
て
の
「
格
」
を
重
視
し
た
の
か
、
人
吉

藩
に
よ
る
米
良
氏
系
譜
の
内
容
を
認
め
、
米
良
氏
の
独
自
項
こ
そ
立
て
ら
れ

な
か
っ
た
が
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
で
は
「
相
良
長
毎
」
項
で
鷹
巣
山
の

黒
印
拝
領
の
箇
所
に
二
行
割
書
で
書
か
れ
て
い
る
。

　
米
良
山
の
事
は
往
昔
肥
後
の
菊
池
の
後
石
見
重
次
を
も
つ
て
は
じ
め
て
此
　
　

山
に
来
り
、
銀
鏡
村
に
住
し
、
米
良
を
も
つ
て
家
號
と
す
。
こ
れ
よ
り

代
々
彼
山
に
居
住
し
、
毎
代
家
督
の
後
江
戸
に
ま
い
り
、
世
々
の
将
軍
家

に
ま
み
え
た
て
ま
つ
る

）
11
（

。

米
良
氏
が
「
菊
池
後
胤
」
を
強
く
自
覚
し
、
そ
れ
を
よ
り
積
極
的
に
主
張

す
る
の
は
則
忠
の
頃
か
ら
で
あ
る

）
11
（

。
則
忠
は
、
か
つ
て
南
北
朝
期
に
九
州
南

朝
方
の
中
心
勢
力
と
し
て
活
躍
し
、
肥
後
国
守
護
を
歴
任
し
た
菊
池
氏
末
裔

を
自
負
し
、
尊
皇
攘
夷
派
の
中
心
で
あ
っ
た
薩
摩
藩
と
の
関
係
強
化
を
図
っ

て
い
く
。
文
久
三
年
に
は
則
忠
ら
が
勅
許
を
得
て
上
京
す
る
な
ど
勤
王
派
と

し
て
活
躍
し
、
明
治
二
年
に
は
菊
池
姓
へ
改
姓
を
果
た
す
の
で
あ
る

）
11
（

。

註（
（
）
笠
谷
和
比
古
「
武
士
の
身
分
と
格
式
」
（
朝
尾
直
弘
編
『
日
本
の
近

世 

第
７
巻
身
分
と
格
式
』
中
央
公
論
社 

一
九
九
二
年
）
一
七
九

頁
。

（
1
）
平
山
敏
治
郎
「
参
勤
交
代
す
る
旗
本
」
（
大
阪
市
立
大
学
『
人
文
研

究
』
七
―
八 

一
九
五
六
年
）
。

（
1
）
西
田
真
樹
「
「
交
代
寄
合
」
考
」
（
『
宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀

要
』
第
11
号
第（

部 

一
九
八
六
年
）
四
六
頁
。

（
1
）
「
享
和
二
壬
戌
年
参
勤
」
（
『
西
米
良
村
史
』
（
西
米
良
村
史
編
さ

ん
委
員
会
一
九
七
三
年
）
九
五
〇
～
九
五
二
頁
。

（
1
）
前
掲
（
1
）
平
山
論
文
五
八
頁
。

（
1
）
『
翁
草
』
巻
十
（
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
三
期
第
二
二
巻 

吉
川
弘
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二
二

文
館 

一
九
九
六
年
）

（
1
）
前
掲
西
田
論
文
四
五
～
四
六
頁
。

（
1
）
熊
本
県
立
図
書
館
所
蔵
相
良
文
書
。

（
1
）
『
宮
崎
県
史 

通
史
編
中
世
』
（
宮
崎
県
一
九
九
八
年
）
五
八
五
頁
。

（
（1
）
熊
野
那
智
大
社
文
書
（
『
宮
崎
県
史
史
料
編
中
世
２
』
宮
崎
県 

一
九
九
四
年
）
二
九
一
～
二
九
二
頁
。

（
（（
）
『
宮
崎
県
史 
通
史
編
中
世
』
（
宮
崎
県 

一
九
九
八
年
）
九
六
三
頁
。

（
（1
）
『
同
』
五
八
六
頁
。

（
（1
）
『
宮
崎
県
史
叢
書 
日
向
記
』
（
宮
崎
県 

一
九
九
九
年
）
二
〇
八
～

二
〇
九
頁
。

（
（1
）
『
同
』
二
〇
六
～
二
〇
七
頁
。

（
（1
）
『
宮
崎
県
史 

通
史
編
中
世
』
五
八
六
～
五
八
八
頁
。

（
（1
）
『
宮
崎
県
史
叢
書 

日
向
記
』
二
三
〇
頁
。

（
（1
）
『
右
同
』
巻
第
九
。
二
六
四
頁
。

（
（1
）
『
大
日
本
古
記
録 

上
井
覚
兼
日
記
上
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

編 

岩
波
書
店 

一
九
九
一
年
）
一
九
一
頁
。

（
（1
）
『
右
同
』
一
九
四
頁
。

（
11
）
『
大
日
本
古
記
録 

上
井
覚
兼
日
記
下
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

編 

岩
波
書
店 

一
九
九
一
年
）
一
七
三
頁
。

（
1（
）
『
宮
崎
県
史 

通
史
編
中
世
』
一
一
四
九
頁
。

（
11
）
『
西
米
良
村
史
』
七
三
頁
。

（
11
）
寛
永
十
五
年
七
月
十
三
日
薨
「
光
明
龍
山
現
珠
大
居
士
」
（
「
尾

八
重
米
良
家
墓
碑
・
墓
標
調
査
記
録
」
尾
八
重
地
区
自
治
公
民
館 

二
〇
〇
七
～
八
年
）
。

（
11
）
中
武
雅
周
『
ふ
る
さ
と
の
記 

米
良
の
荘
』
二
四
〇
～
四
一
。

（
11
）
中
武
安
正
『
菊
池
氏
を
中
心
と
せ
る
米
良
史
』
（
中
武
雅
周
発
行
　

一
九
八
一
年
）
一
七
五
頁
。

（
11
）
『
右
同
』
一
四
二
頁
。

（
11
）
『
西
米
良
村
史
』
四
五
～
四
八
頁
。

（
11
）
『
右
同
』
四
八
～
五
〇
頁
。

（
11
）
『
国
史
大
辞
典
』
第
四
巻
（
吉
川
弘
文
館 

一
九
八
八
年
）
四
三
～

四
四
頁
。

（
11
）
『
西
米
良
村
史
』
五
五
頁
。

（
1（
）
『
右
同
』
五
六
頁
。

（
11
）
『
求
麻
外
史 

下
巻
』
（
田
代
政
鬴
編 

求
麻
外
史
発
行
所 

一
八
九
八

年
）
五
七
頁
。

（
11
）
阿
蘇
品
保
夫
『
菊
池
一
族
』
（
新
人
物
往
来
社 

一
九
九
〇
年
）

二
二
四
頁
。

（
11
）
『
西
米
良
村
史
』
五
六
頁
。

（
11
）
寛
永
十
五
年
七
月
十
三
日
薨
「
光
明
龍
山
現
珠
大
居
士
」
（
「
尾

八
重
米
良
家
墓
碑
・
墓
標
調
査
記
録
」
尾
八
重
地
区
自
治
公
民
館 

二
〇
〇
七
～
八
年
）
。

（
11
）
徳
川
家
康
黒
印
状
写
（
『
大
日
本
古
文
書 

家
わ
け
五 

相
良
家
文
書

之
二
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編 

東
京
大
学
出
版
会 

一
九
七
九

年
）
八
八
三
号
。

（
11
）
『
求
麻
外
史 

巻
四 

玄
高
公
第
二
十
一
』
（
求
麻
外
史
発
行
所 

一
九
八
九
年
）
。

（
11
）
『
歴
代
嗣
誠
独
集
覧
　
巻
之
十
四
』
（
相
良
村
誌
編
纂
委
員
会 
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二
三

一
九
九
五
年
）
二
二
二
頁
。

（
11
）
椎
葉
山
は
そ
の
後
元
和
五
年
に
大
規
模
な
騒
動
が
起
こ
り
、
幕
府
軍

が
鎮
圧
の
た
め
直
接
派
遣
さ
れ
大
量
殺
戮
が
行
わ
れ
た
。
明
暦
二

年
閏
四
月
、
幕
府
か
ら
人
吉
藩
に
預
け
ら
れ
て
い
る
（
拙
稿
「
近

世
期
山
村
支
配
の
基
調
と
「
公
儀
」
―
元
和
五
年
椎
葉
山
騒
動
の

再
検
討
―
」
『
宮
崎
公
立
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
２
巻
第
１
号 

一
九
九
四
年
）
。

（
11
）
『
歴
代
嗣
誠
独
集
覧
』
巻
之
二
十
八 

五
一
二
～
五
一
三
頁
。

（
1（
）
服
藤
弘
司
氏
は
す
べ
て
の
大
名
預
所
が
対
象
と
さ
れ
、
例
外
は
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
と
す
る
が
、
椎
葉
山
の
預
所
が
廃
止
さ
れ
た
形
跡

は
な
い
（
服
藤
弘
司
『
大
名
預
所
の
研
究
』
創
文
社 

一
九
八
一
年 

七
六
～
八
八
頁
）
。

（
11
）
『
歴
代
嗣
誠
独
集
覧
』
巻
之
二
十
一 

三
六
二
頁
。

（
11
）
『
歴
代
嗣
誠
独
集
覧
』
巻
之
二
十
一 

三
六
三
頁
。

（
11
）
熊
本
県
立
図
書
館
所
蔵
相
良
文
書
六
二
一
号
『
宮
崎
県
史 

史
料
編

近
世
６
』
八
八
二
～
八
三
頁
。

（
11
）
「
九
三
五
　
酒
井
忠
勝
奉
書
」
（
『
大
日
本
古
文
書
　
家
わ
け
第
五
　

相
良
家
文
書
之
二
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編 

東
京
大
学
出
版

会 

一
九
七
九
年
）
三
九
一
頁
。

（
11
）
「
九
三
六
　
安
倍
正
之
書
状
」
（
『
同
』
）
三
九
二
～
九
三
頁
。

（
11
）
「
九
三
七
　
米
良
了
夢
書
状
」
（
『
同
』
）
三
九
三
～
九
四
頁
。

（
11
）
『
歴
代
嗣
誠
独
集
覧
』
巻
之
二
十
一 

四
〇
二
頁
。

（
11
）
前
掲
（
1
）
西
田
論
文
三
四
頁
。

（
11
）
明
和
二
年
十
二
月
「
椎
葉
山
・
米
良
山
支
配
之
由
来
」
（
熊
本
県
立

図
書
館
相
良
文
書
六
二
一
号 

『
宮
崎
県
史 

史
料
編
近
世
６
』
所

収
）
八
八
二
頁
。

（
1（
）
前
掲
（
11
）
「
九
三
六
　
安
倍
正
之
書
状
」
（
『
同
』
）
。

（
11
）
「
厳
有
院
殿
御
実
紀
」
巻
二
十
六
（
新
訂
増
補
『
国
司
大
系
　
徳
川

実
紀
』
第
四
編
）
四
七
三
頁
。

（
11
）
『
歴
代
嗣
誠
独
集
覧
』
巻
之
二
十 

四
二
六
頁
。

（
11
）
『
歴
代
嗣
誠
独
集
覧
』
巻
之
二
十 

四
三
六
頁
。

（
11
）
『
歴
代
嗣
誠
独
集
覧
』
巻
之
二
十 

四
八
七
頁
。

（
11
）
（
11
）
『
歴
代
嗣
誠
独
集
覧
』
巻
之
二
十 

五
一
六
頁
。

（
11
）
但
し
原
本
の
所
在
は
健
在
不
明
で
あ
る
。

（
11
）
「
文
化
三
丙
寅
年
参
勤
」
（
『
西
米
良
村
史
』
）
九
六
〇
～
九
六
九

頁
。

（
11
）
弘
化
三
年
三
月
七
日
「
御
参
府
御
供
ニ
付
御
旅
金
御
内
借
取
立

高
覚
」
（
黒
木
家
文
書 

『
宮
崎
県
史 

史
料
編
近
世
６
』
）

一
〇
九
五
～
九
六
頁
。

（
1（
）
事
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
『
宮
崎
県
史 

通
史
編
近
世
下
』
第
八
章

第
三
節
第
二
項
（
五
七
九
～
五
八
四
頁
）
参
照
。

（
11
）
貞
享
二
年
八
月
二
日
「
米
良
主
膳
家
来
米
良
兵
右
衛
門
・
米
良
十
左

衛
門
証
文
」
（
熊
本
県
立
図
書
館
所
蔵
相
良
文
書
一
八
四
号
『
宮

崎
県
史 

史
料
編
近
世
６
』
）
一
一
二
二
頁
。

（
11
）
相
良
民
部
様
御
支
配
百
姓
騒
動
一
件
（
内
藤
家
文
書
『
宮
崎
県
史 

史
料
編
近
世
６
』
）
一
一
三
八
頁
。

（
11
）
『
右
同
』
一
一
三
九
～
一
一
四
四
頁
。

（
11
）
『
右
同
』
一
一
四
四
頁
。
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二
四

（
11
）
『
歴
代
嗣
誠
独
集
覧
』
五
〇
六
～
五
〇
八
頁
。

（
11
）
天
保
五
年
三
月
十
三
日
「
米
良
山
郷
村
高
帳
調
方
に
つ
き
菱
刈
友
右

衛
門
外
連
署
状
」
（
熊
本
県
立
図
書
館
所
蔵
相
良
文
書
『
宮
崎
県

史 

史
料
編
近
世
６
』
）
一
一
三
〇
頁
。

（
11
）
天
保
五
年
五
月
「
肥
後
国
球
麻
郡
之
内
米
良
山
郷
村
高
帳
写
」
（
熊

本
県
立
図
書
館
所
蔵
相
良
文
書
『
宮
崎
県
史 

史
料
編
近
世
６
』
）

一
一
三
六
頁
。

（
11
）
『
西
米
良
村
史
』
二
一
四
頁
。
但
し
現
在
は
所
在
不
明
で
確
認
で
き

な
い
。

（
11
）
こ
れ
は
寛
政
十
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
「
文
化
三
丙
寅
年
参
勤
」

（
『
西
米
良
村
史
』
）
に
は
「
六
ケ
年
以
前
系
譜
改
被
仰
付
候
節

差
出
し
候
」
（
九
六
七
頁
）
と
あ
り
、
文
化
三
年
の
六
年
前
す
な

わ
ち
寛
政
十
一
年
を
指
す
。

（
1（
）
「
文
化
三
丙
寅
年
参
勤
」
（
『
西
米
良
村
史
』
）
九
六
四
頁
。

（
11
）
「
右
同
」
九
六
七
頁
。

（
11
）
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
第
八
百
九
十
八
　
相
良
長
毎
（
『
新
訂

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
四
続
群
書
類
従
完
成
会 

一
九
八
五
年
）

二
七
六
頁
。

（
11
）
米
良
氏
を
「
菊
池
後
胤
」
と
す
る
風
聞
は
当
時
広
範
に
広
ま
っ
て

い
た
よ
う
で
、
寛
政
閏
二
月
八
日
に
米
良
山
に
入
っ
た
高
山
彦
九

郎
は
、
「
米
良
は
菊
地
の
後
な
る
よ
し
因
て
藤
原
を
称
す
」
と
書

き
留
め
て
い
る
（
高
山
彦
九
郎
『
筑
紫
日
記
』
「
高
山
彦
九
郎
全

集 

第
四
巻
」
『
宮
崎
県
史 

別
編
神
話
・
伝
承
資
料
』
宮
崎
県 

一
九
九
四
年
）
六
三
五
頁
。

（
11
）
『
宮
崎
県
史 

通
史
編
近
世
下
』
（
宮
崎
県 

二
〇
〇
〇
年
）
五
九
四

～
五
九
七
頁
。
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